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平成21年６月24日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第５号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第９号 公衆浴場法施行条例の一部を改

正する条例

○議案第12号 財産の取得について

○議案第13号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第15号 平成21年度宮崎県立病院事業会

計補正予算（第１号）

○議案第16号 宮崎県地域自殺対策緊急強化基

金条例

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて（平成20年度宮崎県一般

会計補正予算（第６号 ））

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人の経営状況について

財団法人宮崎県看護学術振興財団（別紙８）

財団法人宮崎県腎臓バンク（別紙９）

・平成20年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙18）

○福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関

する調査

○その他報告事項

・県立病院経営形態検討委員会の設置について

・有料老人ホームの実態把握について

・新型インフルエンザへの対応について

・ 次世代育成支援宮崎県行動計画」の策定につ「

いて

出席委員（８人）

委 員 長 長 友 安 弘

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 米 良 政 美

委 員 蓬 原 正 三

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 良 治

委 員 田 口 雄 二

委 員 水 間 篤 典

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 甲 斐 景早文

病 院 局 医 監 豊 田 清 一兼 宮 崎 病 院 長

病 院 局 次 長 梅 原 誠 史兼 経 営 管 理 課 長

県 立 日 南 病 院 長 長 田 幸 夫

県 立 延 岡 病 院 長 楠 元 志都生

福祉保健部

福 祉 保 健 部 次 長 加 藤 裕 彦（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長 髙 橋 博（保健・医療担当）

こ ど も 政 策 局 長 山 田 敏 代

部参事兼福祉保健課長 佐 藤 健 司

医 療 薬 務 課 長 安 井 伸 二

薬 務 対 策 監 岩 﨑 恭 子

国 保 ・ 援 護 課 長 江 口 勝一郎

部参事兼長寿介護課長 大 重 裕 美

障 害 福 祉 課 長 高 藤 和 洋
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就 労 支 援 ・ 野 﨑 邦 男精神保健対策室長

衛 生 管 理 課 長 船 木 浩 規

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

こ ど も 政 策 課 長 京 野 邦 生

こ ど も 家 庭 課 長 舟 田 美揮子

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 大 下 香

総 務 課 主 任 主 事 押 川 康 成

ただいまから厚生常任委員会を○長友委員長

開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付いたしました日程案のとお

りでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○長友委員長

します。

執行部入室のために、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

本委員会に付託されました議案、それから報

告事項等の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをしたいと思います。

それでは、当委員会に御審議○甲斐病院局長

をお願いいたしております議案につきまして、

その概要の説明を申し上げます。

議案書では７ページになっておりますけれど

も、お手元にお配りしております常任委員会資

料に基づきまして説明をさせていただきます。

常任委員会資料の表紙をめくっていただきた

いと存じます。左側のほうに目次がございます

が、議案関係で議案第15号「平成21年度宮崎県

立病院事業会計補正予算（第１号 、この１議）」

案だけでございます。

右側の１ページをごらんください。

今回は、県立病院が担います役割としての県

民の期待の高い、高度救急医療及び周産期医療

体制の維持拡充を図るため、医療機器の更新と

新設等について、所要額の増額補正をお願いす

るものでございます。

次に、下の２の補正の内容でございますけれ

、 。ども 補正予定額は５億9,985万円でございます

この結果、資本的収入が28億300万6,000円、資

、本的支出が49億4,301万3,000円でございまして

収入から支出を差し引いた収支残につきまして

は21億4,000万7,000円の支出超過を見込んでお

ります。

議案の概要は以上でございます。

次に 「県立病院経営形態検討委員会の設置」、

につきまして報告を予定しております。詳細に

つきましては、梅原次長のほうから説明をいた

させますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

それでは、同じく委員会資○梅原病院局次長

料の１ページをごらんください。

議案第15号「平成21年度宮崎県立病院事業会

計補正予算（第１号 」について御説明を申し上）

げます。

まず、記載しておりませんが、今回の補正の

基本的な考え方について申し上げます。今回の

補正に当たりましては、国の21年度補正に係る

、地域活性化・経済危機対策臨時交付金において

「地域における医療供給体制の整備充実」が交

付対象項目とされたところであります。このた
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め、県立病院として県民の医療ニーズが高い分

野で緊急に整備する必要がある医療機器につき

まして、後年度に予定をしておりました整備計

画を前倒しして実施するとともに、新たな課題

に即応して今年度中に整備する必要があるもの

を対象としたところでございます。

そこで、１の補正の理由でありますが、県立

病院の有する医療機器について、耐用年数を経

過し、性能の陳腐化や画像の劣化等により診療

に支障が生じ、または、そのおそれがあるもの

等について、これを更新いたしますとともに、

新生児の聴覚検査に要する機器を新たに整備す

ること等によりまして、県民の期待の高い高度

医療、救急医療及び周産期医療体制の維持拡充

を図るものでございます。

。 、２の補正内容であります 病院事業会計には

経営状況をあらわす収益的収支と施設や設備の

整備に要する費用とその財源を示す資本的収支

の２つの会計がございますが、今回の補正はす

、べて医療機器の購入に係るものでありますので

資本的収支の補正となっております。

表の真ん中の補正予定額の欄にありますよう

に、収入はすべて一般会計からの繰り出しであ

ります一般会計負担金でありまして、支出は全

額が建設改良費、補正予定額５億9,985万円とな

っております。

次に、３の事業の概要であります。

まず （１）の高度救急医療器械整備、ア、ア、

ンギオ５億3,580万円でございますが、これにつ

きましては、アンギオは主に脳や心臓の血管造

影検査や血管内治療を行うための器械でありま

すが、宮崎、日南、延岡、３病院ともに前回更

新から10年及び11年を経過したため、今回更新

するものであります。更新によりまして、器械

の性能アップが図られますことから、検査の精

度向上や時間の短縮、さらには患者や操作者へ

のエックス線被爆の低減、さらに抗がん剤等の

注入や血管バルーン拡張手術等、外科手術にか

わる高度な治療法の拡充強化等の効果が期待で

きるところであります。

次に、救急用超音波診断装置1,050万円でござ

いますが、これは救急搬送された患者の胸腹部

の検査に使用するものでありまして、日南病院

における更新でございます。

、 、次に 無停電電源装置2,100万円でありますが

延岡病院の心臓カテーテル室における機器を無

停電化する装置を新たに設置するものでありま

す。これは、延岡病院における心臓カテーテル

の症例、特に緊急のものが他の病院と比べます

と大変多いところから、患者の安全確保に不可

欠と判断したところでございます。

なお、宮崎・日南病院につきましては、計画

的な検査、手術が大半を占めておりますので、

今後の診療内容の変化や件数の動向等を踏まえ

て検討したいと考えております。

次に （２）の周産期医療器械整備、まずア、、

ＡＡＢＲ945万円でありますが、これは新生児の

聴覚検査に使用する器械を３病院に設置し、聴

覚障がいの早期診断を行い、適切な療育の実施

に資するものでございます。これは、県福祉保

健部の平成20年度新規事業であります「新生児

聴覚検査・療育体制整備事業」によりまして、

県、市町村、宮崎大学、医師会等の連携協力の

もと、県内のすべての産科において全新生児を

対象としたスクリーニング検査を本年秋以降実

施することが予定されておりますことから、今

般、機器整備を行うものでございます。

次に、イ及びウの超音波診断装置は、それぞ

れ産科、小児科における機器の更新でございま

す。
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以上が補正予算の概要であります。

次に、２ページをごらんください。

県立病院経営形態検討委員会の設置について

御報告を申し上げます。

１の概要にありますように、病院局では、平

成17年６月に決定いたしました「宮崎県立病院

の今後のあり方」に基づきまして、今年度から

各病院ごとに経営形態の検討を行い、23年度を

目途にふさわしい経営形態を選択することとし

ております。

検討に当たりましては、県民の意見を反映さ

、 、せるとともに 高度な専門知識を導入するため

私的諮問機関であります「県立病院経営形態検

討委員会」を設置するとともに、それぞれの病

院の状況を地域の実態に即してより具体的に検

討するため、病院ごとに分科会を設置すること

といたしました。

図にありますように、分科会の検討を経まし

て、検討委員会から病院局に対し御報告をいた

だき、これらを踏まえまして方針を決定したい

と考えておりますが、その際、パブリックコメ

ントを実施することとしております。

次に、２の委員会等の構成でございますが、

大きくは、医療を提供する立場、それから医療

を受ける立場、経営等の専門家や有識者、関係

機関、こういった区分で構成することといたし

ております。検討委員会には、また３つの分科

会からそれぞれの代表が委員として参加をいた

します。なお、分科会における医療を受ける立

場の委員につきましては、忌憚のない率直な御

意見を伺いますために、各分科会２名を現在公

募をしているところでございます。

、検討に係る今後のスケジュールでありますが

遅くとも年内には委員会案をまとめていただき

まして、年度内に結論を出してまいりたいと考

えております。

私からの御説明は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

執行部の説明が終わりました。○長友委員長

質疑はございませんか。

１ページの機材の購入でございま○米良委員

すが、これは時代とともに進歩していくわけで

ありますから、新しい機材によって診察をして

いただきたいという大きな希望もあるわけでご

ざいますが、さっき説明の中で、診療に支障が

出てきたためということがありましたけど、特

別なそういう支障の事象というのがあったんで

しょうか。

今回、３病院の３台を更新○梅原病院局次長

させていただきますので、それぞれに耐用年数

が９年、10年経過しておりますところから、日

常的に細かな故障とか整備を要するようなとこ

ろというのは出てきております。それから、も

ちろん画像等が現在の最新式のものに比べます

と不鮮明であるとか精度が低いと、そういった

ようなことはございます。

わかりました。○米良委員

機器を交換するときに、今使って○黒木委員

いるのは廃棄するわけですよね。これはどうい

う形になるわけですか。

これは、通常の備品の処分○梅原病院局次長

に従って、業者等に売り渡すといったような形

になると思います。

売り渡すということは、これは引○黒木委員

き取ってもらう、あるいはまた、ある程度の金

額で引き取ってもらうと、どういうことなんで

すか。

こういった耐用年数を過ぎ○梅原病院局次長

ました医療機器については、ほとんどが鉄くず

として処分をするという形になっているようで
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ございます。

そういうものが民間病院とか、ま○黒木委員

だ使えそうなものは使うと、そういうことはで

きないんですか。

こういった機器につきまし○梅原病院局次長

ては、メンテナンスとか通常の維持管理という

のが極めて重要になりまして、そういったとこ

ろの業者との委託契約というのを器械とあわせ

て行っているものですから、器械だけを民間に

渡して、あとのメンテをほったらかすというこ

とはなかなかできないと思いますので、その再

。利用というのは難しいのではないかと思います

２ページで、医療を受ける立場に○水間委員

ある者の代表の検討委員会で、地域婦人連絡協

議会、高等学校ＰＴＡ連合会、ここらあたりと

いうのは、どっちかというと持ち回りの役の人

が多いと思うんだけれども、これはいつも慣例

としてはこういう形になるんですか。

ただいま委員が申し上げら○梅原病院局次長

れました方につきましては、既に現在、県立病

院事業評価委員会ということで、委員に御就任

をいただいた方でございます。この評価委員に

ついては２年の任期ということで、県立病院事

業全体を把握していただいておりますので、今

回の検討委員会の設置に当たりましても、評価

委員につきましては検討委員を兼ねていただく

ということで考えたところでございます。

３病院長さんがお見えですから、○黒木委員

これ以外にやっぱりもっと機器が欲しかったと

いうものが出てくるんじゃないか 結構これも10、

年以上たっているんだから、ほかの機器ももっ

と欲しいものがあったんだが、というのが今後

出てくるというのはありますでしょうか。

委員がおっしゃるよ○豊田医監兼宮崎病院長

うに、のどから手が出るほど欲しいのがたくさ

んあります。ただし、やっぱり予算の面もあり

ますし、それから優先順位をつけさせていただ

くと、やっぱりこういう順番で、実際欲しいの

は、また病院局といろいろ協議させていただき

まして、緊急性の高いもの、それからどうして

、 、も人命にかかわるような器械 古くなりますと

どうしてもいろんな医療のトラブルにつながる

可能性がありますので、やっぱり優先順位をつ

けて、できるだけ買っていただくというふうに

お願いしようと、病院としても検討していきた

いと思っております。

。 、○楠元延岡病院長 延岡病院でございます 今

豊田院長が言われましたように、当院としても

欲しいものは、まだそれ以外にもございます。

幾つか今回も候補といいましょうか希望したも

のを上げまして、こういうふうになったと。そ

、 、 、れ以外のものは 毎年 予算といいましょうか

希望するものがございますから、それのほうで

今後は続けて希望はやっていきたいと思ってお

ります。

日南病院です。うちの病院○長田日南病院長

ができて10年、11年ですか、新しくなって全部

新しくしているんですよね、器械を。そうする

と、全部の器械が大体耐用年数を過ぎている。

ああいう器械は７～８年ですから、それを10年

使っているというのは、大体もう備品がなくな

ってきているんですね。だから、どれもかえて

いただきたいんですけど、例えば手術用顕微鏡

、 。 、もこの前とまったんですよね 術中に すると

血管の吻合が難しくなると、脳梗塞を起こすか

もしれんと、そういう危ないことが起こってい

るんで、そういうこといろいろありますので、

かえていただきたいというのはたくさんありま

す。

大体機器の耐用年数って、今言わ○黒木委員
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れたように８年とか10年、それぐらいが普通な

んですか、この医療機器は。

機器によってさまざまです○梅原病院局次長

が、今回お願いしておりますアンギオなどは、

耐用年数が６年となっております。

３病院ともそうなん○豊田医監兼宮崎病院長

ですけれども、このアンギオの器械がどうして

も３病院とも欲しかったというもので、これを

購入していただけるというのは、３病院とも物

すごくありがたいことだと思います。高額なこ

ともありますけれども、非常にありがたいこと

だと思っております。

先ほど聞こうと思っていたのが、○田口委員

実は黒木委員と全く同じことだったので、今後

どういう機器が欲しいのかということも聞こう

と思っていましたが、それも今聞かれたからい

いです。周産期医療器械整備の中で、ＡＡＢＲ

ですか、新生児の聴覚検査に使用する器械、こ

れは新設になっていますけど、これは今までは

聴覚検査というのは全くしてなかったというこ

とになるんですかね。

これまで全数を行うスクリ○梅原病院局次長

ーニング検査、これは１次検査になりますけれ

ども、これについては実施をしておりませんで

した。必要性のあるものについては、耳鼻咽喉

科で２次検査の段階から障がいが疑われる患者

さんについて実施をしていたところでございま

す。

素人でわからないんですけど、生○田口委員

まれたての子供の聴覚というのは、脳波か何か

で見るんですか、これは。

検査の方法を伺いますと、○梅原病院局次長

眠っている新生児に音を聞かせて、その脳波を

測定して診断するということだそうです。

そうすると、もう１点ですけれど○田口委員

も、聴覚は出ていますが、視覚の検査というの

はやっているんですか。

今回の新生児聴覚検査につ○梅原病院局次長

きましては、先ほど御説明しましたように、県

内のすべての産科が協力をして行う一つの事業

の中で取り組むものでございます。しかしなが

ら、聴覚については、早期に診断ができれば早

い対応で療育指導ができるということなんだそ

うですけれども、残念ながら視覚については、

早い段階でわかっても、そういった適切な指導

とか療育が今のところ体制がまだとれていない

ということから、全数検査には至っていないよ

うでございます。

無停電電源装置、宮崎、延岡は今○蓬原委員

後検討、実際は計画的な手術を実施しているか

らということですが、一方では予期せぬ災害と

か地震を含めて、北朝鮮から変なのが飛んでく

るというのは置いておくとして、この無停電電

源装置というのは、こういうところは非常に重

要な装置だろうと思うんですけど、これはいわ

ゆる更新ということだろうと思うんですが、ほ

かの宮崎、日南は今後検討ということですが、

今ここで買おうとされている無停電化というの

は万全なんですか。

、 、○梅原病院局次長 まず 県立病院においては

消防法によりまして、停電時、40秒以内に非常

用の電源が供給できるように既に対策がとられ

ております。ですから、そういった必要性の高

い手術室ですとかＭＲＩ室等においては、既に

そういった無停電装置あるいは非常用電源装置

というのが入っております。しかしながら、今

回お願いをいたしますのは、病院内の一部の施

設であります心臓カテーテル室ということで、

これは延岡病院で救急や時間外の緊急症例が大

変多いということで、その必要性が高いという
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ことになっております。ただ、宮崎、日南にお

きましても、40秒以降は現在の非常用発電装置

で十分対応できますので、そういった緊急事例

が少ないことから、しばらく動向を見て検討し

たいというふうに考えているところでございま

す。

例えば病院の機材の投資が収益に○外山委員

貢献すると、こういった点というものはどうい

ったものがあるのかどうか。ここの中でも結構

です。

今回導入いたします器械に○梅原病院局次長

ついては、例えば見込める収益等については千

差万別でありますけれども、例えば一番大きな

アンギオで申しますと、１件の血管造影検査で

４万円から６万円、これが各病院で年間に数百

件ずつございます。それから、バルーン拡張術

とかコイル塞栓術といったような外科手術に係

る手術につきましては、手術費として10万円か

ら40万円とかなり幅がございますけれども、こ

れも多いところでやはり年間300件程度というこ

とになっております。ただ、１台の器械が１

億8,000万ということで、非常に高額であります

ので、この収益で購入費を賄うというのは到底

難しいわけでありますけれども、現在、宮崎県

の死因の上位が、がんと脳卒中とそういった心

筋関係ということになっておりますので、こう

いった脳部、それから心臓部に新しい検査なり

手術ができる器械の導入というのは、非常にニ

ーズが高いんではないかと思ったところでござ

います。

例えば企業というのは設備投資を○外山委員

すると。その場合に、もちろん公立病院ですか

ら、生命というものを守るということが第一点

ですよね。そして、投資をして、結果、増収が

図られる。ですから、そういった説明というも

のをちゃんとやっぱりしてほしい。例えば、こ

の器械を入れたことによって、診療報酬請求に

どれだけの貢献をするのかと、そういった説明

を、そして、例えば今まで投資後と前の患者の

処理、それがどういうふうに変化をして増収が

図られるのかどうか、ちょっとそういうところ

をもうちょっと詳しく。

、○梅原病院局次長 今回の機器につきましては

ほとんどが更新になりますので、新たな増収効

果を期待するのはなかなか難しいかもしれませ

んが、検査時間の短縮ですとか、そういったこ

とで取り扱う患者さんの数等がふえるといった

ような部分については、若干の増収が期待でき

るかなと思っております。ただ、全く新しいと

ころでの収益というのは、ちょっと難しいかな

という気もいたします。

あんまりようわからん。例えば、○外山委員

僕らでも会社経営をしていると、ここには10年

前の機械を入れたと、しかし、この機械は１分

間に1,000枚しか印刷ができないと、じゃ2,000

万の機械を入れれば１分間に１万枚印刷できる

と、だから投資をするんだと、簡単に言うと、

そういったものは全くないということですか。

今回の器械導入に当たりま○梅原病院局次長

して、そういった収益面からの試算は行ってお

りません。すべてやはりこれは医療上の必要か

ら導入、更新すべきだという判断をしておりま

す。

、 、○外山委員 聴覚検査 これを導入した場合に

１年間の聴覚障がいの罹患者というのは、今現

在で何名ぐらいですか。

全数調査というのがないの○梅原病院局次長

で、私の手元にあるのは一般的なデータしかな

いんですけれども、まず、聴覚障がいについて

の出現率が1,000人に１人から２人、さらに中度



- 8 -

の難聴の人が１万人に対して５名程度と言われ

ているそうでございます。

全数を把握、障害福祉課に行けば○外山委員

手帳申請でわかりまっしゃろ。

私どもは今回、県立病院も○梅原病院局次長

一つの産科を扱っている医療機関として、今回

の新生児聴覚検査の全数検査に参加をする立場

でございますので、そういった全数についてま

ではちょっと把握をしていなかったところでご

ざいます。

もう一回言いますよ。この器械を○外山委員

導入して、聴覚に障がいがある方が今何名おる

と、しかし、これは４歳、５歳児でなければ発

見できないと、そのことによって例えばその後

の療育に支障を来していると、よってこれを新

生児から検査をすることによって早期に対応が

できると、４歳、５歳で手帳申請、交付した場

合の問題点、それが例えば手帳申請をした件数

は障害福祉課でわかるんでしょうということで

今聞いているわけです。それがこの器械を導入

することによって漏れがなくなると、早期対応

ができると、予防と対応についてどういう変化

が予想、期待できると、そういったことぐらい

説明してくださいよ。荒っぽいな。どうぞ。

今、委員がおっしゃいまし○梅原病院局次長

たように、例えば県病院で年間に取り扱う分娩

数が平均して1,000件であります。ですから、年

間1,000人の新生児が県病院での産科で誕生して

おるわけですけど、この1,000名について県病院

、 、で全数検査を行うということで 私どもは今回

１次検査を担う医療検査機関として機器整備の

。対応を図らせていただいたところでございます

質問と答弁が違う。もういい。○外山委員

言い直したことをよく考えてい○長友委員長

ただいて、では、その他に行きますけど、何か

ありますか。

きょうは宮崎病院から院長、○山下副委員長

事務局長おいでですから、実は自民党議員から

ちょっと言っとってくれということがあったも

のですから、お願いしたいと思うんですが、宮

崎病院でハトの、いわゆる環境面からいって、

入院患者から出たのかなと思うんですが、部屋

の窓縁とかハトがかなり入ってきて、その現状

をちょっと把握しておられるんでしょうか。

おっしゃるとおり、○豊田医監兼宮崎病院長

かなりハト、以前に比べましたら少なくはなっ

。 。ています 院内の巡視等で見て回っております

多かった場所には網を張ってやったんで、そこ

は少なくなりました。そこから今度はハトが移

動しまして、また違う部分にかなり多くなりま

したので、今それの対応については検討はして

おります。かなり本当にハトが多い状況になっ

ております。以前に比べましたら減ってはおり

ますけど。

よろしくお願いします。○山下副委員長

まず、延岡の病院長にお伺いいた○田口委員

します。先日の本会議の一般質問で、延岡の松

田議員がちょっと話をしたんですが、今度新し

く延岡に大貫診療所というのができまして、延

岡市の最初の補助制度の適用を受けたと。ただ

その中で、何か院長がその制度があることを知

らなかったというようなことを松田議員がお話

をされたんですが、それは本当でしょうか。

この前聞かれましたのは、○楠元延岡病院長

あの制度をつくるときに私に相談したというふ

うに聞かれたんで、そういう直接の相談はなか

ったというふうに言ったので……。そういう答

えでようございましょうか。

じゃ相談がなかったということで○田口委員

すね。わかりました。じゃちょっと病院局にお
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伺いいたしますが、私ずっと昨年からといいま

すか、医師不足の問題を見てまして、大学や病

院局、それから延岡市の医師会、それから自治

体含めて何か連携が、意思の疎通も含めて全然

とれていないような気がするんですが、そのあ

たりはどのようにお考えでしょうか。

、○甲斐病院局長 連携がとれていないというか

基本的には第一線といいますか延岡病院のほう

が窓口になっておりますけど、私のほうでも直

接お願いをしたりしておりますし、特に昨年４

月以降の軽症患者の皆さんのいわゆるコンビニ

受診の自粛といいますか、それらについてはど

うしても協力をお願いしないといけないという

ことで、県北のまずは県議会議員の先生方にお

願いいたしましたけれども、市町村長さん方に

もそういう事情をお願いしまして、実はこれは

かなり前からお願いをしていたんですけど、な

かなかうまくいっていなかった。ところが、こ

ういうふうに医師不足、医師確保の面から、特

に深夜帯の状況といいますか、これを解決しな

いと医師確保ができないだろうと、どうもそこ

まで私、感じ取ったものですから、実は就任早

々、４月からああいう形でお願いしたわけでご

ざいます。そのあたりから、それまではどちら

かといいますと県立病院を通じた形でのお願い

ということがありましたので、これはやはり一

体となってやらないと非常に重要な問題になっ

てくるということがありまして、昨年からそれ

、 、は 延岡市のほうも新しい組織もできましたし

そういう話をしているところです。特に市長さ

んのほうも何度か私のほうにもおいでになりま

したし、ああいう要望の場とかいろいろ県北の

皆さん方でのいろんな署名活動なんかありまし

て、そのときおいでになったときあたりも、特

に初期の軽傷といいますか、初期医療の部分に

、 、ついて 何とか今の医療計画にありますように

１次医療、２次医療、３次医療、それぞれ役割

分担をしながら、やはり患者さんの対応といい

ますか、担っていかないとうまくいかないとい

うことをお願い申し上げました。というのが、

特に県北にありましては、いろいろ開業医の皆

さんの状況等がいろいろ取りざたもされており

ますけれども、医師確保ということで院長とも

ども行く場合に、そういう特に深夜帯の勤務と

いいますか、それについても非常に意見といい

ますか要望が非常に多うございます。それは何

かといいますと、特に大学からおいでいただく

先生方については、特に延岡病院の場合は、２

次医療、３次医療を担っているのに、１次医療

のウエートが非常に高いじゃないか、それに対

しての非常に疲労感がある中で、なおかつ２次

医療、３次医療、寝る間もなくやるような状況

で、非常に今、医師がなかなか集まらなくなっ

ている診療科、医局がございます。これは相当

ばらつきがございますけど、そういった中で、

何としてもそういう条件整備しないことには派

、遣ができないということまできたものですから

特にそういう今休診になっている診療科あたり

につきまして、特にお願いをしているところな

んです。そういうところも特に具体的に申し上

げるというのは、多分昨年あたりからのことで

ございますので、そういう面での戸惑いあたり

もあったのかと存じますけれども、これあたり

は十分今後とも役割といいますか機能分担しな

がらやっていかないと、やはり医師の確保がで

きないということで御理解を賜りたいというこ

とで、このことはさらにお願いしていこうと思

っております。

ぜひ意思の疎通を図りながら連携○田口委員

をしっかり組んでいただきたいと思います。と
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いうのが、一つは、私ども２月議会でいろいろ

病院の関係の質問をしようとしたときに、その

ときに病院局のほうから説明があったのは、延

岡の医師会では、深夜救急医療、これは50歳以

上の人は免除されているんですという話を私ど

もは、私も聞きましたし、延岡のほかの議員も

全員聞きました。しかし、延岡はあの平均年齢

を見ても60ぐらいですか、かなり高いから、50

歳以下しかやらないなんていったら、それはあ

り得んがなと思っていたけど、案の定、病院、

医師会に聞いてみると、とんでもないと、そん

な50歳以上の人を免除なんかにしたら、とても

じゃないけど準夜帯の今の診療が成り立ちませ

んよということでありました。逆に延岡はそう

いう制限がなくて、逆に都城とか宮崎の医師会

。のほうでそういうふうに年齢制限がありますと

だけど延岡は全くない。新聞にも出ましたけ

ど、70歳以上の左手が不自由な先生が準夜帯も

やってくれてると。そういう意味では、病院局

から説明を聞いたのと延岡の医師会、実態等が

全然違う報告を私どもが受けておったものです

から、そういう説明を受けたんですけど、その

後、私どもに正式にその情報がどこからどうだ

ったのかというのは一切ないんですよね。私ど

もは説明をきちんと受けました。それは次長も

よく御存じだと思いますけれども、私どもは先

ほど言いましたように、50歳以上の人は延岡で

は診察はしないというのを受け取ったんですけ

れども、実態は全然違っていたと。そういう意

味では、ちゃんと意思の疎通とかはとれていた

のかなと私も思っているわけですね。

延岡市におきましても、昨年○甲斐病院局長

から御承知のとおり医療問題懇話会というのが

組織のほうが立ち上げられまして、特に県北に

おける医師の確保といいますか医療問題につき

まして、いろいろと協議がなされているようで

ございます。その場にうちのほうも楠元延岡病

院長と梅原次長を委員として出席させてもらっ

て、いろいろと県の実態というのは申し上げて

いるところなんです。そういう中で、具体的に

私どものほうで立ち入って話すことではないと

思っておりますものですから、ただ、役割分担

といいますか、この１次医療と２次、３次との

関係、その役割分担をしながらお願いしたい、

そのために１次医療については、何とかそれぞ

れ市町村と医師会のほうとで協議をいただいて

進めてほしいというような形で申し上げており

。 、 、ます このスタンスというのは 延岡に限らず

宮崎、日南も同じでございますけれども、それ

ぞれ御案内のとおり、医師の偏在とかいろいろ

ございまして、確かにそれぞれ地域ごとの事情

が異なる部分がございますので、それについて

は、やはりその地域の事情に合った形で、それ

ぞれの団体の主体的な判断によって取り組んで

いただく以外にないんじゃないかと思っている

ところでございます。ただ、意思の疎通という

のは今後とも十分図りながら、情報といいます

か共有しながら進めていきたいという気持ちで

おりますので、御理解を賜りたいと思います。

ぜひ意思の疎通をしっかり、それ○田口委員

と連携も含めてやっていただきたい。何かいろ

んなところで不信感があるところがあるもので

すから、そういう意味では、やはり連携がとれ

ないと、延岡の危機的な状況はとてもじゃない

ですけれども、すぐにはよくなるとは思えませ

んので、ぜひともよろしくお願いいたします。

これは福祉保健部でお聞きしたい○水間委員

んですが、病院局としてちょっと局長にお伺い

をしたいんだけど、実は公社の改革云々、今プ

ロジェクトチームとかいろいろ特別委員会もあ
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る中で、先般、知事が、いわゆる自治医大に対

する２億数千万ある中で実は１億2,000万程度あ

るんだと、これが半分近い金額なんだというこ

との答弁がなされたんですね。そのことで、先

ほどから話があります医師確保云々の中で、こ

の自治医大に対する１億2,000万がカットされ

る、あるいはなくなるというようなことになっ

た場合、実は宮崎県の医療、医師確保の問題に

ついては、病院局長としてはどのように考えら

れますか。

この自治医大の存在そのもの○甲斐病院局長

が、やはり本県の医師の確保という面で非常に

多大な貢献をいただいているというふうに思っ

ております。そういう意味で、やはり自治医大

の医師ができるだけ本県にとどまって診療して

いただくということは、県立病院にとりまして

も、それぞれの業務分担といいますか、医師不

足の中で役割がそれぞれで共有しながらやれる

ということの効果というのは非常に絶大なもの

がございますので、引き続き今の制度というの

は継続してほしいという気持ちでございます。

あとは福祉保健部で聞きます。○水間委員

それでは、以上をもちまして病○長友委員長

院局を終了いたします。

。執行部の皆様には御苦労さまでございました

暫時休憩いたします。

午前10時43分休憩

午前10時51分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

本委員会に付託されました議案、報告事項等

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

福祉担当次長の加藤で○加藤福祉保健部次長

。 、ございます 宮脇和寛部長が病気療養中のため

当委員会を欠席させていただきますので、私が

代理を務めさせていただきます。委員の皆様に

は御迷惑をおかけしますが、御了承の上、どう

ぞよろしくお願いいたします。

説明に入ります前に、２点御報告をさせてい

ただきます。

まず、新型インフルエンザにつきましては、

５月１日開催の当委員会におきまして、本県の

取り組み等について御報告させていただきまし

たとおり、発熱相談センターや発熱外来の設置

など、体制の整備を図ってきたところでありま

す。このような中、５月16日に国内初の患者が

確認されたため、県内発生をいち早く発見する

ためのサーベイランスの強化を図ってきたとこ

ろですが、去る６月17日、県内におきまして第

１例目の患者が発生し、現在10名の患者が確認

されております。今後とも、県民の皆様に正確

な情報を迅速に提供するとともに、感染拡大防

止対策に全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、男性長寿世界一としてギネスに認定さ

れました都城市の田鍋友時さんが、去る６月19

日、113歳で永眠されました。その豊かな命は、

宮崎県民だけでなく、日本国民の輝かしい象徴

でありました。この場をおかりしまして、田鍋

友時さんの御冥福をお祈り申し上げます。

それでは、当委員会に御審議をお願いいたし

ております議案等について、概要を御説明申し

上げます。

まず、お手元の「平成21年６月定例県議会提

」、 、出議案 議案書は２冊あると思いますけれども

議案番号のついていないほう、下のほうに議案

番号、13号とか書いていないほうの議案書でご
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ざいます。とりあえずはこれで概要は説明させ

ていただきたいと思いますけれども、よろしい

でしょうか。では、議案書の表紙をめくってい

ただきまして、目次をごらんください。

福祉保健部関係の議案は、上から議案第１号

「平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第２

号 、議案第５号「使用料及び手数料徴収条例）」

の一部を改正する条例 、議案第９号「公衆浴場」

法施行条例の一部を改正する条例 、議案第12号」

「財産の取得について」の４件と、下から２番

目の報告第１号「専決処分の承認を求めること

について」の報告が１件であります。

次に、もう１冊のほうの議案書、提出議案で

下のほうに 議案第13号・第14号・第15号・第16（

号・第17号）と書いてあるちょっと薄いのがあ

るかと思いますけれども、これも表紙をめくっ

ていただきまして、目次をごらんください。

一番上の議案第13号「平成21年度宮崎県一般

会計補正予算（第３号 、それと４つ目の議案）」

「 」第16号 宮崎県地域自殺対策緊急強化基金条例

の２件であります。

書類が多くて済みませんが、次に補正予算の

概要について御説明させていただきます。

まず、補正予算（第２号）についてですけれ

ども、今度はこの横書きのほうで「平成21年度

６月補正歳出予算説明資料 、これも２冊似たの」

がありますけれども、下のほうに議案第13号と

ついていないほうをお願いいたします。これの

福祉保健部のインデックスのところですが、ペ

ージで言いますと15ページをお開きください。

ここの補正額の欄の上から２段目ですけれど

も、一般会計で13億7,343万2,000円の増額補正

をお願いしております。この結果、補正後の額

は、２つ横の825億2,012万9,000円となります。

この補正予算は、平成20年度に国の二次補正に

より造成や積み増しした「宮崎県妊婦健康診査

支援基金」など各種基金を原資として、今回事

業に必要な予算を計上しております。

続きまして、もう１つのほうですが、補正予

算（第３号）ですが、もう１冊の歳出予算説明

資料、これは下に（議案第13号）とついている

ほうの冊子でございます。これも同じく15ペー

ジをお願いいたします。

補正額の上から２段目です。一般会計で９

億3,659万7,000円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、補正後の額は、２つ横の834

。 、億5,672万6,000円となります この補正予算は

、このたびの国の21年度一次補正予算成立を受け

追加提案させていただいたものです。新たに自

殺対策を目的にした「地域自殺対策緊急強化基

金」の造成や、この基金を原資とした事業の予

算及び地域活性化・経済危機対策臨時交付金を

活用した事業の予算を計上しております。

次に、条例など特別議案等につきましては、

後ほど担当課長に説明させます。

次に、議案以外の報告事項ですが、お手元の

「平成21年６月定例県議会提出報告書 、これも」

表紙をめくっていただきますと、１ページに一

覧表がございます。福祉保健部関係は一番上の

「損害賠償額を定めたことについて」の中に２

件の案件がございます。

次に、上から３番目の「県が出資している法

人の経営状況について」の中ほどの「財団法人

宮崎県看護学術振興財団」とその下の「財団法

人宮崎県腎臓バンク」の２件、それから表の下

から３番目ですが 「平成20年度宮崎県繰越明許、

費繰越計算書 、この中に繰越事業が１件ござい」

ます。

続きまして、資料あちこち行きまして申しわ

けないんですけれども、その他報告事項ですけ
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れども 「厚生常任委員会資料」をお願いいたし、

。 、ます これもページをめくっていただきまして

目次をごらんください。目次の下のほうです。

その他の報告事項としまして、１、有料老人

ホームの実態把握について、２、新型インフル

エンザへの対応について、３ 「次世代育成支援、

宮崎県行動計画」の策定についての３件ござい

ます。

以上ですけれども、詳細につきましては、そ

れぞれ担当課長に説明させますので、よろしく

御審議いただきますようお願いいたします。私

のほうからは以上でございます。

。○佐藤福祉保健課長 福祉保健課でございます

福祉保健課分を御説明いたします。

福祉保健課関係分といたしましては、議案第

１号「平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第

２号 」と追加提案をさせていただきました議案）

第13号 平成21年度宮崎県一般会計補正予算 第「 （

３号 」の２つの議案、それから報告事項として）

提出報告書の「損害賠償額を定めたことについ

て」及び「県が出資している法人の経営状況」

の合わせて４件でございます。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号 」でありますが、資料のほ）

うは歳出予算説明資料の（第13号）がついてい

ないほうでございます。これの青いインデック

スで福祉保健課のところ ページで言いますと17、

ページをお開きください。

福祉保健課といたしましては、左の補正額欄

にありますように、4,784万5,000円の増額補正

であります。この結果、補正後の予算額は、右

から３列目の113億2,589万1,000円となります。

それでは、事業について説明いたします。19

ページをお開きください。

（事項）社会福祉総務費、新規事業、福祉・

介護人材確保特別対策事業4,784万5,000円であ

りますが、これは２月の追加補正で積み立てま

、した障害者自立支援対策臨時特例基金を原資に

国のメニューに沿って事業化したものでありま

す。

事業の詳細は、お手元の委員会資料、厚生常

任委員会資料のほうで御説明させていただきま

す。

まず、１に事業目的を書いておりますが、こ

の事業は、福祉・介護職を目指す学生や資格を

有しているけれども就労していない方などの福

祉・介護分野への参入を促進しまして、福祉・

介護人材の確保を図ることを目的とするもので

ございます。

次に、２の事業概要ですが （１）の進路選択、

学生等支援事業は、生徒・教員等に対する相談

や助言等、また （２）の潜在的資格者等養成支、

援事業は、介護福祉士等の潜在的有資格者や主

婦等を対象に実践的な研修を行うものであり、

いずれも介護福祉士等養成施設が行う取り組み

に対して補助を行うものでございます。

次の（３）の複数事業所連携事業は、複数の

小規模事業所が連携してのキャリアアップのた

めの合同研修など、また （４）の職場体験事業、

は、福祉・介護の職場を体験学習する機会を提

供するものでございまして、いずれも介護事業

所等が行う取り組みに対して補助を行うもので

あります。

続きまして、議案第13号「平成21年度宮崎県

一般会計補正予算（第３号 」でございます。）

歳出予算説明資料は、今度は（議案第13号）

というふうに書いてある資料のほうでございま

。 。す あちこち行きまして申しわけございません

青いインデックスで福祉保健課のところ、ペー

ジで言いますと17ページになっております。お
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開きいただきたいと思います。

福祉保健課といたしましては、左の補正額欄

にございますように、５億9,985万円の増額補正

であります。この結果、補正後の予算額は、右

から３列目の119億2,574万1,000円となります。

それでは、事業について説明いたします。19

ページをお開きください。

（事項）県立病院管理費とございます。これ

の負担金、補助及び交付金ということで５

億9,985万円でございますが、これは先ほど病院

局のほうから説明があったかとは思いますが、

県立病院の高度医療や周産期医療体制の整備を

図るために必要な医療機器の購入に要する費用

でございまして、地域活性化・経済危機対策臨

時交付金を活用した補正予算であります。

なお、公営企業が交付金を活用する場合、一

般会計で一たん受け入れた上で繰り出すという

ふうになっておりますために、今回、福祉保健

課で予算措置するものであります。

次に、県議会提出報告書の「損害賠償額を定

めたことについて」と「県が出資している法人

の経営状況について」でございます。

まず、平成21年６月定例県議会提出報告書の

３ページをお開きいただきたいと思います。

「損害賠償額を定めたことについて」の一覧

がございますが、恐れ入りますが、福祉保健部

関係は、次のページ、４ページの下から２番目

とその一番下の案件でございます。

具体的には、下から２番目の県有車両による

交通事故でありますが、事故の発生日は平成20

年11月28日、場所は日南市木山１丁目のたなか

産婦人科クリニック駐車場であります。事故の

状況は、認可外保育施設の立入調査の際、公用

車のドアを誤って隣に駐車してあった相手方の

車両に接触させたため、損傷を与えたものであ

ります。なお、損害賠償額６万2,000円は、相手

方車両の修理等に要した費用で、すべて任意保

険から支払われております。専決年月日は、平

成21年５月12日であります。

次に、一番下の県立児童福祉施設の管理運営

かしによる事故であります。事故の発生日は平

成20年８月13日、場所は清武町木原の県立こど

も療育センター内であります。事故の概要は、

入浴介護の後、車いすのシートベルトを職員が

締め忘れていたために、病室の前の廊下におい

て、相手方が車いすから転落し負傷したもので

あります。なお、損害賠償額６万2,250円は、相

手方の治療等に要した費用でございまして、す

。べて損害賠償責任保険から支払われております

専決年月日は、平成21年５月12日であります。

最後に、財団法人看護学術振興財団の平成20

年度事業報告でございます。

、同じ報告書のインデックスで別紙８のところ

。ページで言いますと53ページをお開きください

まず、平成20年度事業報告であります。

１の事業概要ですが、この財団は平成８年４

月に設立されたもので、看護領域に係る学術研

究への助成等などにより、本県の保健、医療及

び福祉の向上を図るものであります。

２の事業実績についてですが、まず （１）の、

学術研究の支援に関する事業では、県内がん予

防対策推進事業や本県における育児支援事業な

ど、社会的に要請の強い教育・研究等に対し

て、677万2,000円の助成を行っております。

次に （２）の教育・研究の地域間交流や産学、

公交流の促進に関する事業は、地域の保健医療

関係者等との連携促進等の事業に対して、387

万6,000円の助成を行っております。

また （３）の教育・研究の国際化、国際交流、

の促進に関する事業ですが、研究成果の発表を
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目的とする国際会議への出席や国外の大学との

交流事業などの事業に対して、102万5,000円の

助成を行っております。

次に、54ページをお開きください。

３の貸借対照表についてであります。

まず、ローマ数字Ⅰの資産の部であります。

財団の資産といたしまして、１の流動資産は普

、 、通預金のみで1,938万4,092円 ２の固定資産は

有価証券及び定期預金から成る基本財産とその

他固定資産を合わせまして、資産合計は、中ほ

どでございますが、19億7,000万4,317円となっ

ております。

その下のローマ数字Ⅱの負債の部は、社会保

険料等の未払金及び預り金で、合計３万8,809円

となっております。

なお、下方、ローマ数字Ⅲの正味財産の部に

関しましては、次のページに増減の内訳を記載

しておりますので、そちらで御説明いたしま

す。55ページをごらんください。

４の正味財産増減計算書であります。

なお、正味財産は、一般正味財産と指定正味

財産とに分類され、このうち指定正味財産は、

寄附によって受け入れた資産で、使途について

制約が課されているもの、一般正味財産は、そ

れ以外の資産であります。

、 、まず 一般正味財産増減の部でございますが

１の経常増減の部では （１）の経常収益は、指、

定正味財産から振りかえた基本財産受取利息や

年度当初の現金収支不足を補うための雑収入な

どで、計2,394万9,877円となっております。

次に （２）の経常費用は、先ほど説明いたし、

ました学術研究への助成等に要する経費である

①の事業費などで、経常費用の合計は1,355

万3,670円となっております。

経常収益と経常費用との差額である当期経常

増減額は、1,039万6,207円となっております。

続きまして、下方、ローマ数字Ⅱの指定正味

財産増減の部であります。①の基本財産運用益

として受取利息が2,312万2,955円で、次の②の

一般正味財産への振替額を差し引きますと、指

定正味財産期末残高は19億5,026万7,825円とな

ります。

以上の結果、一番下の行ですが、一般正味財

産と指定正味財産を合わせた正味財産期末残高

は、19億6,996万5,508円となっております。

次に、56ページの５、財産目録ですが、これ

は先ほど御説明した３の貸借対照表と内容が重

複いたしますので、説明を省略させていただき

ます。

次に、57ページをごらんください。

平成21年度事業計画についてであります。

、 、１の基本方針のとおり 今年度も本県の保健

医療及び福祉の発展に貢献するため、２の事業

計画に記載しております各事業に取り組むこと

としており （１）の学術研究の支援に関する事、

業や（２）の教育・研究の地域間交流や産学公

交流の促進に関する事業、58ページに移ります

が （３）の教育・研究の国際化、国際交流の促、

進に関する事業及び（４）の生涯学習の振興の

促進に関する事業の必要経費として計上してお

ります。

59ページをごらんください。

３の収支計画でございます。

まず、表の左の欄の収入であります。基本財

産運用収入の2,277万5,000円は、基本財産約20

億円の運用による利息収入で、これに前期繰越

収支差額などを加え、収入合計額として4,232万

円を見込んでおります。

表の右欄の支出でありますが、学術研究の支

援等に要する経費であります事業費支出に1,191
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万8,000円、中ほどですが、嘱託職員報酬などの

管理費支出に226万5,000円、下から２行目です

が、予備費として300万円を計上しているところ

であります。

福祉保健課からは以上でございます。

長寿介護課関係について○大重長寿介護課長

御説明いたします。３件ございます。

委員会資料の11ページをお開きください。

議案第５号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」についてであります。

１の改正理由に入ります前に、制度のあらま

しについて御説明いたします。委員会資料の15

ページをお開きいただきたいと思います。

当制度は、一番下に書いておりますように、

利用者の介護サービス選択を支援するための制

度として、平成18年度に導入されたものでござ

います。

制度の主な仕組みでございますが、上の図の

とおり、右枠の公表機関の宮崎県国民健康保険

団体連合会が、介護サービス情報の報告を左枠

の介護保険事業者から受けます。その内容は、

④のとおり、中央の調査機関の県社会福祉協議

会と県医師会に提供されます。その内容につい

て、調査員が各事業所等を訪問して確認調査を

。 、行います 調査結果は⑧で公表機関に報告され

⑨でインターネットを通じて情報の公表が行わ

れ、利用者等がこれを閲覧し、利用者のニーズ

に合う介護サービス事業所等を選択するという

ものでございます。

委員会資料の11ページにお戻りください。

そこで、１の改正理由についてであります。

平成21年３月に、介護保険法施行規則が改正さ

れまして、新たに５種類の介護サービスが公表

対象として追加されたこと、及び各事業所の訪

問調査について調査員数２名以上で行うことと

、されていたものが１名以上でカットされたこと

、さらにインターネットを活用した調査票の記入

報告が可能となり、公表事務の効率化が進んだ

こと等により、所要の改正を行うものでござい

ます。

次に、２の改正の概要についてであります。

まず（１ 、新たに追加された公表対象サービ）

スは、委員会資料の13ページ、めくっていただ

きまして、13ページの右側の一番下から14ペー

ジにありますように、夜間対応型訪問介護、小

規模多機能型居宅介護ほか３件、計５種類が追

加をされたところであります。

もう一度11ページをお願いいたします。

（２）でございますが、これまで各事業所を

訪問し、報告内容の確認調査を行う調査員数が

２名以上とされていたものが今回１名以上とさ

れましたために、その分の人件費、旅費等、調

査に要する経費を減少することとなります。こ

の結果、調査手数料につきましては、居宅系サ

ービスは9,000円減額の２万4,000円、施設系サ

ービスは１万1,000円減額の２万7,000円として

おります。

次に （３）については、公表事務の効率化が、

進んだことにより経費が減少したということ

で、1,000円減額の9,000円としております。

施行期日につきましては、公布の日からの施

行であります。

次に、平成21年６月定例県議会提出報告書

の185ページをお開きいただきたいと思います。

平成20年度宮崎県繰越明許費繰越計算書であ

ります。

上から４段目、民生費の（事業名）老人福祉

施設整備等事業でございます。この事業は、養

護老人ホーム等を整備する社会福祉法人等にそ

の費用の一部を補助するものでございますが、
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翌年度繰越額が１億6,500万円となっておりま

す。これにつきましては、補助対象施設におき

まして、用地取得等に日時を要したために、事

業主体において事業が繰り越しとなったことに

よるものでございます。なお、今月、現地確認

を行いましたが、現在のところ、順調に工事が

進行しておることを確認しております。

次に、有料老人ホームの実態把握について御

報告いたします。

もとの委員会資料にお戻りいただきまして 21、

ページをお開きいただきたいと思います。

１の未届施設の火災事故後の対応についてで

あります。本年３月19日に、群馬県の高齢者施

設で10名が死亡するという火災事故が発生しま

した。その後、厚生労働省から各都道府県に未

。届有料老人ホームの届出指導が要請されました

これを受けまして、県では高齢者入所施設の把

、 、握に努めるとともに 施設への個別ヒアリング

有料老人ホームの届出説明会等を行いまして、

有料老人ホームに該当する施設に対しては、早

急に届出を行うよう指導したところでございま

す。その結果、４月10日の記載にありますよう

に、７施設から有料老人ホームの届出が行われ

ました。１施設は、定員も満足していなかった

ということで、ほかの施設に転用するというこ

、 。とで 閉鎖をしますということでございました

そこで、有料老人ホームの届出要件を２に書

、 、 、いておりますので 御説明いたしますと まず

①で個室であること、②で「食事 「介護 「家」 」

事 「健康管理」のいずれかを提供すること、③」

で運営主体が法人格を持つこと、④で入居者は

「概ね60歳以上」または「夫婦の場合１人が概

ね60歳以上」であることという、これらの条件

すべてを満たす必要がございます。この必要条

件を満たす届出を受けました場合には、県が定

期的に指導監査を行いますほか、届出の内容を

県庁ホームページで公開しております。

次に、３の「高齢者入所施設」としての届出

指導についてでございます。有料老人ホームに

該当しない施設であって、現に高齢者を受け入

れている施設というものが、今回の調査で県内

には約60施設、利用者が約600名ということが判

明をいたしました。これらの施設につきまして

も、定期的に実態調査を実施し、状況を把握す

ることを前提にしまして、有料老人ホームとは

異なる本県独自の「高齢者入所施設」としての

届出を指導するということにいたしました。１

、の上のほうの６月15日の記載にありますように

各施設に届出に関する指導文書を発送したとこ

ろでございます。今後、届出のあった施設につ

きましては、市町村と関係機関への情報提供を

行いますとともに、防火安全体制などの助言を

行ってまいりたいと考えております。

最後に 参考に挙げておりますとおり 平成21、 、

年６月11日現在の有料老人ホームの種類及び届

出件数は、介護付が32施設、定員1,316名、住宅

型が51施設の定員1,300名、健康型が１施設、定

員40名の、計84施設、定員2,656名となっており

ます。

長寿介護課については以上でございます。

それでは、障害福祉課分○高藤障害福祉課長

について御説明をいたします。障害福祉課は、

議案第１号「平成21年度宮崎県一般会計補正予

算 、それから追加提案いたしました議案第13号」

「平成21年度宮崎県一般会計補正予算 、それか」

ら議案第16号「宮崎県地域自殺対策緊急強化基

金条例」及び報告第１号「専決処分の承認を求

」 。めることについて の合わせて４件であります

初めに、議案第１号「平成21年度宮崎県一般

会計補正予算」を御説明いたします。
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資料は、議案番号が入っていない歳出予算説

明資料でございます。お手元の平成21年度６月

補正歳出予算説明資料の青いインデックス、障

害福祉課のところ、ページで言いますと21ペー

ジになります。

左のほうの補正額欄にありますように、今回

５億3,830万8,000円の増額補正をお願いしてお

ります。この結果、補正後の予算額は、右のほ

うから３つ目の欄、109億5,056万円となってお

ります。

補正の内容について御説明をいたします。23

ページをお願いいたします。

（事項）障害者自立支援対策臨時特例基金に

つきまして、５億3,830万8,000円の増額補正を

お願いしておりますが、これは障害者自立支援

対策臨時特例基金事業に要する経費でございま

す。経済・雇用緊急対策の実施に伴う補正でご

ざいます。

説明欄の１、障害者自立支援対策臨時特例基

金積立金の1,445万1,000円でございますけれど

も、これは昨年度末、国の追加交付金等を積み

増した本基金について、その運用利息を今年度

積み立てるものでございます。

説明欄の２と３は、本年度実施する基金事業

でございますので、厚生常任委員会資料にて御

説明をいたします。資料は先ほどの常任委員会

資料をお開きください。ページは４ページにな

ります。

障害者自立支援対策臨時特例基金についてで

ございます。

まず、１の事業目的でございますが、障がい

者が地域の中で自立した社会生活を営むことが

できる環境整備や、障害福祉サービス事業者の

経営基盤の強化策を講じることにより、障害者

自立支援法の円滑な実施を図ろうとするもので

ございます。

次に、２の事業概要でございます。

まず （１）の事業者に対する運営の安定化等、

を図る措置でありますが、これは障害者自立支

援法により事業者への報酬が日額化されたこと

に伴う激変緩和策を講ずることにより、事業者

の施設運営の安定化を図ろうとするものであり

ます。主な事業としましては、①の事業運営安

定化事業、これは障害者自立支援法の制度が導

入される前の月額報酬の９割を保障するもので

。 、あります ②の通所サービス等利用促進事業は

週３回以上の送迎がある通所サービス等につい

て、その経費を助成するものでございます。

次に （２）の新法への移行等のための円滑な、

実施を図る措置でありますが、これは新体系サ

ービスへの移行、施設入所者等の地域生活への

移行、それから障がい者の就労支援の強化、相

談支援の充実等へ助成を行うことにより、障害

者自立支援法の円滑な実施を図ろうとするもの

であります。主な事業としましては、①の障が

い者自立支援基盤整備事業、これは新体系に移

行する際、必要な施設の改修、増築、備品購入

等の経費を助成するものであります。②の一般

就労移行等促進事業は、障がい者の一般就労へ

の移行支援や工賃引き上げ等の経費を助成する

ものであります。③の障がい者地域移行体制強

化事業は、施設入所者等の地域生活移行を進め

るために必要な体制づくりに要する経費を助成

するものであります。

次に、３の補正額でありますが、事業者に対

する運営の安定化等を図る措置に２億3,882

万5,000円、新法への移行等のための円滑な実施

を図る措置に２億8,503万2,000円をお願いして

おります。

議案第１号の補正予算については以上でござ
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います。

次に、追加提案分の補正予算について御説明

いたします。

資料は、歳出予算説明資料、下に議案第13号

と書いてあるほうでございます。これの障害福

祉課の青いインデックスがついているところ、

ページで言いますと、21ページをお願いいたし

ます。

、 、それでは 左のほうの補正額でございますが

今回１億6,833万5,000円の増額補正をお願いし

ております この結果 追加補正後の予算額は111。 、

億1,889万5,000円となります。内容につきまし

ては、就労支援・精神保健対策室長が御説明を

いたします。

最後に、報告第１号「専決処分の承認を求め

ることについて」を説明いたします。

資料は、平成21年６月定例県議会提出議案を

。 。お願いいたします この43ページでございます

（ ）平成20年度宮崎県一般会計補正予算 第６号

につきまして、地方自治法第179条第３項の規定

により、専決処分の承認をお願いするものでご

ざいます。

具体的には、48ページに移っていただけます

でしょうか。48ページの一番左側の欄 「３ 民、

生費」と書いてあるところでございます。これ

の右から２番目のところに、補正額というのが

ございます。補正額が３億6,260万1,000円、こ

れは障害者自立支援対策臨時特例交付金の交付

額の追加に伴い、同額を基金に積み立てたもの

でございます。

私からの説明は以上でございます。

、○野﨑就労支援・精神保健対策室長 引き続き

私のほうから、追加提案いたしました議案第13

号及び第16号「宮崎県地域自殺対策緊急強化基

金条例」について御説明をいたします。

まず、議案第13号の補正予算についてでござ

います。

お手元の冊子の平成21年度６月補正歳出予算

説明資料（議案第13号）と書いてあるほうでご

、 。ざいますが これの23ページをお開きください

今回の補正は （事項）自殺対策費につきまし、

て、国の補正予算の成立に係る経済・雇用対策

として１億6,833万5,000円の増額をお願いする

ものでございます。

説明欄１の「自殺ゼロ」プロジェクト推進事

業につきましては、後ほど厚生常任委員会資料

で御説明をいたします。

説明欄２の地域自殺対策緊急強化基金積立金

につきましては、自殺対策を強化するため、新

たに設置する宮崎県地域自殺対策緊急強化基金

に、国の交付金１億3,324万1,000円を積み立て

るものであります。

説明欄３の地域自殺対策緊急強化基金利子積

立金は、同基金の運用利子を積み立てるもので

ございます。

それでは、厚生常任委員会資料の５ページを

お開きください。

「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業について

御説明いたします。

、 、まず １の事業目的についてでございますが

現下の厳しい経済情勢によりまして、自殺者の

増加が懸念されていますことから、国の平成21

「 」年度補正予算の 地域自殺対策緊急強化交付金

をもとに基金を造成し、相談体制の整備や人材

養成等を緊急に実施することによりまして、自

殺対策の強化を図るものでございます。

、 、次に ２の事業内容についてでございますが

本県では平成20年度から「自殺ゼロ」プロジェ

クト推進事業に取り組んでいるところでありま

して、今回の基金を活用しまして本事業の拡充
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を図ることといたしております。

下半分の参考資料、補正後の事業一覧をごら

んください。太字で書いておりますのが、今回

の補正で拡充あるいは新規に取り組む事業でご

ざいます。

まず、基盤づくりのうち、地域自殺対策推進

事業の市町村補助につきましては、市町村が地

域の実情に応じて実施する事業に要する経費に

ついても支援を行うものでございます。

人材育成につきましては、精神保健福祉セン

ター職員等の研修受講を拡充させるものでござ

います。

次に、普及啓発につきましては、各種リーフ

レットやパンフレットのほか、各種啓発グッズ

の作成、配布を行うとともに、新たに相談機関

の検索サイト、みやざきこころ青Ｔネットの拡

充や、テレビ、ラジオコマーシャルの放映、バ

スの車体広告などを実施し、さらなる普及啓発

を図るものでございます。

３の補正額についてでございますが、3,496

万1,000円をお願いしております。

最後に、議案第16号「宮崎県地域自殺対策緊

」 。急強化基金条例 について御説明をいたします

追加提案の議案 こちらの議案第13号から第17、

号をまとめた薄いほうの冊子でございます。こ

の冊子の９ページをお開きください。

これまで御説明してまいりました宮崎県地域

自殺対策緊急強化基金の設置、管理運営、処分

等に関しまして、必要な事項を定めるものでご

ざいます。

障害福祉課及び就労支援・精神保健対策室の

説明については以上でございます。

衛生管理課分を御説明い○船木衛生管理課長

たします。

お手元の厚生常任委員会資料の17ページをお

開きください。

議案第９号「公衆浴場法施行条例の一部を改

正する条例について」であります。

初めに、１の改正の理由でございますが、こ

、 、れまで公衆浴場法施行条例で 風紀の観点から

家族単位での個室浴室の利用は認めていなかっ

たところです。しかしながら、県議会、県民の

皆様から要望をいただき、九州各県や県内の旅

館業法に基づき設置しております家族ぶろの利

用状況を調査、検討いたしました結果、公衆衛

生上、風紀上、支障がないと判断し、一般公衆

浴場及び特殊公衆浴場において、個室浴室の家

族ぶろの提供を可能とするため、所要の改正を

行うものであります。

２の主な改正の内容でございますが、まず、

（１）の構造設備の基準でありますが、受付に

より利用者を特定することが可能な個室浴室に

ついては、男女を区別する構造を必要としない

とするものであります。下段の新旧対照表をご

らんください。右側の改正後の別表第１の１の

（１）に、下線部の「知事が利用形態により男

女を区別する構造を必要としないと認めた場合

を除く」という適用除外規定を追加するもので

あります。

、 、次に 中ほどの改正内容に戻りますけれども

（２）の衛生及び風紀の措置の基準等につきま

しては、これまで介助を必要とする者が入浴す

、 、る場合等にのみ認めている混浴を 家族ぶろ等

公衆衛生上及び風紀上支障がない場合も認める

ものであります。これにつきましては、次の18

ページの新旧対照表の下段のほうをごらんくだ

さい。右側の改正後の別表第２の１の（11）の

、「 」下線部に示しておりますように 利用形態から

の文言に変更をいたします。

前のページに戻っていただきまして、３の施
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行期日は、公布の日としております。

衛生管理課分は以上でございます。

ここでちょっとお諮りをいたし○長友委員長

ます。

あと２課残っておりまして、説明が20分ちょ

っとかかるんですが、皆さんちょっと所用の用

件があるということで、午前中はここでちょっ

と休憩をさせていただきたいと思います。よろ

しいですか。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

それでは、午前中はこれで暫時○長友委員長

休憩をいたします。

午前11時46分休憩

午後１時３分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

ここで、委員会の傍聴についてお諮りをいた

します。

日向市の首藤氏ほか１名から、執行部に対す

る質疑を傍聴したい旨の申し出がありました。

議会運営委員会の確認・決定事項に基づき、先

、着10名に限り許可することになっておりますが

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、異議なしということ○長友委員長

でございますので、傍聴人の入室を許可するこ

とといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時４分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

傍聴をされる皆様にお願いをします。

傍聴人は 受付の際にお渡しいたしました 傍、 「

聴人の守るべき事項」にありますとおり、声を

出したり拍手をしたりすることはできません。

当委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍

。聴していただくようにお願いしたいと思います

また、こちらから指示する場合には、速やか

。に従っていただくようお願いしたいと思います

それでは、続きまして、相馬健康増進課長の

ほうから御説明をお願いしたいと思います。

。○相馬健康増進課長 健康増進課でございます

健康増進課といたしましては、まず議案では、

議案第１号「平成21年度宮崎県一般会計補正予

算（第２号 、議案第12号「財産の取得につい）」

て 、議案第13号「平成21年度宮崎県一般会計補」

正予算」の３件であります。また、報告事項と

いたしまして、県が出資している法人の経営状

況について、新型インフルエンザへの対応につ

いて、県内の新型インフルエンザ患者の発生状

況などについての３件でございます。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算」でございます。

お手元の冊子、平成21年度６月補正歳出予算

説明資料の青いインデックス、健康増進課のと

ころ、ページで言いますと25ページをお開きく

ださい。

左の欄の補正額でございますが、今回４

億3,652万4,000円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、補正後の予算額は、右から３

つ目の欄ですが、32億7,796万5,000円となりま

す。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。27ページをお開きください。

１番目の（事項）母子保健対策費で３億6,631

万3,000円の増額補正をお願いしております。こ

れは、１の妊婦健康診査特別支援事業の増額で
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ありますが、詳細につきましては、厚生常任委

員会資料で御説明いたします。委員会資料の６

ページをお開きください。

本事業は、妊婦の健康管理の充実及び経済的

負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができ

る体制を確保するために、平成20年度に造成い

たしました宮崎県妊婦健康診査支援基金を活用

し、市町村が実施する妊婦健康診査に対しまし

て財政支援を行うものであります。

２の事業概要でありますが、下段の「妊婦健

診の公費負担の拡充について」の図とあわせて

ごらんください。補助につきましては、望まし

い妊婦健康診査回数14回のうち、既に地方財政

措置がなされております５回分を除く残り９回

分につきまして、市町村が行う公費負担分の２

分の１を補助するものであります。なお、里帰

り先での健診及び助産所での健診も対象とする

こととしております。

補正額は、３億6,631万3,000円をお願いして

おります。

恐れ入ります。歳出予算説明資料の27ページ

に戻っていただきまして、２番目の（事項）感

染症等予防対策費で7,021万1,000円の増額補正

をお願いしております。これは、１の感染症危

機管理対策事業の増額でありますが、詳細につ

きましては、もう一度、厚生常任委員会資料の

ほうにお戻りいただきまして、委員会資料の７

ページをお開きください。

今回の新型インフルエンザの発生を受けまし

て、県におきましても、さまざまな対策を行っ

ているところでありますが、新型インフルエン

ザ発生時におきましては、患者の早期発見と封

じ込めなどの初期対応や医療提供体制の確保が

極めて重要でありますことから、県民への普及

啓発並びに発熱外来従事者などへの感染防護具

の備蓄を行うものであります。

２の事業概要ですが まず リーフレットを40、 、

万部作成し、県内全世帯をめどに配布すること

としております。また、感染防護具等ですが、

参考にございますように、平成20年度に保健所

職員などの感染防護具セットの購入、備蓄を一

部行ったところでありますが、十分な量でない

ことから、追加備蓄を行うものであります。財

源としましては、地域活性化・生活対策基金を

充当することとしております。

次に、議案第12号「財産の取得について」で

あります。

お手元の冊子、平成21年６月定例県議会提出

議案の41ページとなっておりますけれども、詳

細につきましては、厚生常任委員会資料で御説

明いたします。委員会資料の19ページをお開き

ください。

これは、新型インフルエンザに備えた抗イン

フルエンザウイルス薬（タミフル）の取得につ

いて、財産に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。

取得価格は、３にありますように、消費税を

含めて１億217万3,400円でありまして、財源は

４にありますように、全額県費でございます。

契約は、５、６にありますように、中外製薬

株式会社が国内唯一のタミフル製造販売業者で

、 。あるため 随意契約を行うこととしております

７にありますように、今回はこれによりまし

て５万3,000人分を購入、備蓄するものでありま

す。

次に、議案第13号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算」でございます。

お手元の冊子、平成21年度６月補正歳出予算

説明資料（議案第13号）の青いインデックス、

健康増進課のところ、ページで言いますと25ペ
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ージをお開きください。

左の欄の補正額でありますが、今回１億6,841

万2,000円の増額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の予算額は、右から３つ目の欄

ですが、34億4,637万7,000円となります。

それでは、補正の内容につきまして御説明い

たします。27ページをお開きください。

（事項）感染症等予防対策費で１億6,841

万2,000円の増額補正をお願いしております。こ

れは、１の新型インフルエンザ対策事業の増額

でありますが、詳細につきましては、厚生常任

委員会資料で御説明いたします。委員会資料の

８ページをお開きください。

現在、新型インフルエンザの発生を見ている

ところでございますが、秋以降、新型インフル

エンザの再流行が予想されますことや、また、

鳥インフルエンザによります新型インフルエン

ザにも再度備える必要があることから、先ほど

説明いたしました６月補正に引き続き、用品及

び抗インフルエンザウイルス薬の追加備蓄と検

査機器の整備を行うものであります。

２の事業概要ですが （１）の感染防護具等購、

入ですが、保健所、衛生環境研究所及び発熱外

、来設置医療機関に必要とされます感染防護具を

流行が続くと想定されております60日分を確保

することとしておりまして、先ほどの６月補正

で整備する数量と今回の追加補正を合わせまし

て、合計60日分となるところでございます。

次に （２）の新型インフルエンザウイルス遺、

伝子判定装置整備でございます。現在、新型イ

ンフルエンザのウイルス検査を衛生環境研究所

、 、において実施しておりますが もう１台整備し

。ウイルスの検査体制を強化するものであります

次に （３）の抗インフルエンザウイルス薬タ、

ミフル及びリレンザ追加備蓄ですが、今回タミ

フル３万6,000人分、リレンザ4,000人分の合計

４万人分を購入することとしております。参考

の表をごらんください。平成20年度までに９

万6,000人分の備蓄をしており、本年度当初予算

で５万9,000人分、今回の追加補正で４万人分を

お願いしたところでございます。さらに、当初

予算の購入単価が安くなったことから、当初予

算の執行残が発生しまして、それにより１

万2,300人分を追加購入できる見込みであり、こ

れを含めますと、合計で20万7,300人分を備蓄す

ることとなります。

財源といたしましては （１）及び（２）の防、

護具等整備につきましては、地域活性化・経済

危機対策臨時交付金を充当することとし （３）、

のタミフル、リレンザ購入につきましては、一

般財源でありますが、地方交付税措置が講じら

れることとなっております。

次に、報告事項であります。お手元の平成21

年６月定例県議会提出報告書の61ページをお開

きください 財団法人宮崎県腎臓バンクの平成20。

年度事業について御報告いたします。

まず、１の事業概要ですが、この財団は、平

成４年７月７日に設立されたもので、死後に腎

臓を提供される方の募集及び提供された腎臓の

あっせんや腎移植に関します普及啓発を行って

いるものでございます。

２の事業実績についてですが （２）の提供さ、

、 、れた腎臓のあっせんに関する事業では 昨年度

１名の方から死後の腎臓の提供があったところ

でございます。そのほか５つの事業を実施して

おります。

63ページをごらんください。

３の貸借対照表であります。

まず、ローマ数字Ⅰの資産の部であります。

資産につきましては、２の固定資産の（１）の
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基本財産が主なものですが、平成16年度から基

本財産を取り崩して運用に充てております。１

の流動資産と２の固定資産を合わせた資産合計

は、中ほどでございますけれども、合計7,267

万8,112円となっております。

次に、中ほどのローマ数字Ⅱの負債の部につ

きましては 賃金などの未払金で流動負債合計40、

万1,991円となっております。

Ⅲの正味財産の部につきましては、次の64ペ

ージに記載の４の正味財産増減計算書で御説明

。 、 。いたします まず 64ページをお開きください

、ローマ数字Ⅰの一般正味財産増減の部ですが

１の経常増減の部で （１）の経常収益の主なも、

のといたしまして、基本財産受取利息や受取補

。助金などで合計513万2,861円となっております

（２）の経常費用は、移植コーディネーターの

賃金や旅費交通費などの事業費と、理事会の開

催や事務局の運営費などの管理費等を合わせた

合計で、経常費用計は554万4,907円となってお

ります。経常収益と経常費用の差額であります

当期経常増減額は、マイナス41万2,046円となっ

ております。２の経常外増減の部では （２）の、

経常外費用は、パソコンの減価償却費などで５

万4,674円 （１）の経常外収益と（２）の経常、

、外費用の差額でございます当期経常外増減額は

マイナス５万6,474円となっております。したが

いまして 当期一般正味財産増減額はマイナス46、

万8,520円となり、一般正味財産期末残高は58

万2,621円となっております。

ローマ数字のⅡ、指定正味財産増減の部の一

般正味財産への振替額は、基金を取り崩しまし

たことから、マイナス90万円となっておりまし

て、指定正味財産期末残高は7,169万3,500円と

なっております。

したがいまして、ローマ数字Ⅲの正味財産期

末残高は、一般正味財産期末残高の58万2,621円

と指定正味財産期末残高の7,169万3,500円を合

わせました7,227万6,121円となっております。

次に、右のページの５、財産目録であります

が、先ほどの貸借対照表と内容が重複いたしま

すので、説明は省略させていただきます。

次に、66ページをお開きください。

平成21年度の事業計画についてであります。

１の事業概要は、今年度も前年度同様、死後

に提供される方の募集、また腎臓を提供される

方の募集、登録並びに提供された腎臓のあっせ

ん等を行うこととしております。

また、移植医療について県民の理解を深める

ため、２の事業計画に示しております（１）か

ら（６）までの事業を実施することとしており

ます。

右の67ページをごらんください。

３の収支予算書についてでございます。１の

事業活動収入は①の基本財産運用益などで415

万5,000円となっております。２の事業活動支出

の部では、下から２番目に記載されております

事業活動支出計は、①の事業費支出と②の管理

費支出を合わせました607万2,000円で、事業活

。動収支差額はマイナス191万7,000円となります

次の68ページをごらんください。

マイナスになります事業活動収支差額につき

ましては、１の投資活動収入の基本財産取崩収

入にありますように、160万の基金を取り崩すと

ともに、ローマ数字のⅢの予備費支出の前期繰

越収支差額の46万8,000円を使用することとして

おります。

財団法人宮崎県腎臓バンクにつきましては以

上でございます。

続きまして、次の報告事項、新型インフルエ

ンザ対応について御説明いたします。
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。常任委員会資料の23ページをお開きください

平成21年５月15日に、我が国におきましても

神戸において初の患者が確認されまして、本県

におきましても、今月17日に１例目の患者が確

認されたところでございます。県におきまして

は、１にありますように、知事を本部長としま

す宮崎県新型インフルエンザ総合対策本部や保

健所を中心としました現地対策本部を設置し、

対策に取り組んでいるところであります。

相談体制につきましては、２にございますよ

うに、５月１日から宮崎県総合保健センター内

に発熱相談センターを設置し、県民からの相談

。 、に対応しております 相談件数につきましては

６月23日現在で、保健所とコールセンター、そ

れと宮崎市を合わせまして、4,905件の相談を受

けているところでございます。

、 、次に 県内における患者の早期発見のために

３にありますように、医療機関や学校、施設な

どにおけるサーベイランスの強化を行っている

ところでございます。このうち、医療機関にお

けるサーベイランスの強化ということで、各医

療機関でインフルエンザキットでＡ型インフル

エンザが陽性になった場合、ＰＣＲ検査に全数

回すようなことをしております。そういう中

で、42件ほどが遺伝子検査に回されまして、そ

のうち３件から新型インフルエンザが確認され

たところでございます。

また、感染防止対策として、４にございます

ように、マスコミを通じまして県民の皆様への

せきエチケットの励行の協力要請とか、また患

者が発生しました学校、施設等への休業要請な

どを行っているところでございます。

医療体制につきましては、５にございますよ

うに、発熱外来の設置や入院協力医療機関の確

保、タミフルの備蓄などを進めているところで

あります。

県民への情報としまして、６にございますよ

うに、県庁ホームページを随時更新し、情報提

供を行いますとともに、新聞やテレビスポット

を活用した注意喚起も行ってきたところでござ

います。

続きまして、次に、追加で配付いたしており

ます１枚紙の報告事項、県内の新型インフルエ

ンザ患者の発生状況についてでございます。

新型インフルエンザと確定された患者数は、

１にございますように、６月23日現在、10名と

なっております。最初に、日南市の女性の方が

６月17日に、この方、大阪に行かれた方でした

けれども、確認されています。その翌日に、東

京から帰られた方が宮崎市で見つかっておりま

す。また、その翌日、６月19日に、小林市で保

育園の職員の方が患者と確認され、その関連で

４番から９番までの方が接触者検診等で発見さ

れているところでございます。また、昨日は野

尻町で、この方は渡航歴とかはない方だったん

ですけれども、一般医療機関で簡易検査でＡ型

が検出されまして、その遺伝子検査をしたとこ

ろ、新型インフルエンザが検出されたものでご

ざいます。

対応状況につきましては、２にございますよ

うに、まず、感染防止対策といたしまして、最

初の患者は感染症指定医療機関への入院をして

いただきました。また、それ以降の９名の方に

つきましては、軽症でもあり、また、国の運用

指針等が変わりましたことで、自宅で外出を自

粛していただいた上で自宅療養に努めていただ

いております。また、患者が発生しました２つ

の保育園に対しましては、１週間の休業を要請

しているところでございます。

（２）の接触者調査につきましては、患者と
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接触があった者を把握し、それとともに感染源

特定のための調査を実施しております。

（３）の健康観察の実施につきましては、患

者の接触者及び濃厚接触者に対し、１週間の健

康観察を実施し、濃厚接触者の方には、タミフ

ルの予防内服等を実施しているところでござい

ます。現段階では、県内で感染が確認されまし

た皆様方は全員軽症で、短期間のうちに回復し

ておられまして、また、健康観察の対象者の中

。から新たな患者の発生は確認されておりません

今後とも医療機関などと連携し、新型インフル

エンザ対策に全力を期してまいりたいと考えて

おります。報告は以上でございます。

健康増進課は以上でございます。

こども政策課分につい○京野こども政策課長

て御説明いたします。

こども政策課分といたしましては、議案第１

号「平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第２

号 」及びその他の報告事項の「次世代育成支援）

宮崎県行動計画」の策定についてであります。

お手元の平成21年度６月補正歳出予算説明資

、料の青いインデックスでこども政策課のところ

。ページで言いますと29ページをお開きください

一番上の補正額でありますが、３億5,075

万5,000円の増額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の予算額は、右から３つ目の欄

になりますが、82億7,602万円となります。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。31ページをお開きください。

（事項）子育て支援対策臨時特例基金、３

億5,075万5,000円であります。まず、表の左下

の説明のところをごらんください。

１の子育て支援対策臨時特例基金積立金、211

万3,000円でありますが、これは安心こども基金

の運用により生じた利子収入を基金に積み立て

るものであります。

２の新規事業、安心こども基金事業費、３

億4,864万2,000円でありますが、これにつきま

しては、常任委員会資料で御説明いたします。

９ページをお開きください。

本事業は、１の事業目的にありますように、

平成20年度に設置した「安心こども基金」を活

用し、だれもが安心して子供を生み育てられる

社会づくりの推進を図るものであります。

２の事業概要につきましては、市町村の実施

する（１）の保育所等の整備事業や（２）の保

育の質の向上のための研修事業等へ補助を行う

ものであります。

次に、その他の報告事項でありますが、委員

会資料の25ページをお開きください 「次世代育。

成支援宮崎県行動計画」の策定についてであり

ます。

１の策定の理由についてでありますが、本計

画は、県の次世代育成支援対策を着実に推進す

るため策定しているものでありますが、法律の

規定により、５年を１期としていることから、

今年度、現計画の見直し作業を行い、平成22年

度から26年度までの新たな計画を策定するもの

であります。

、 、また ２の次期計画の概要にありますように

国の示した行動計画策定指針、現計画の評価及

び社会環境の変化、平成20年度に実施した「結

婚・子育て意識調査」の結果等、住民の意見を

踏まえ、策定するものであります。なお、青少

年の健全育成計画である「ひむか青少年プラ

ン21」につきましても、必要な見直しを行い、

次世代育成支援宮崎県行動計画と一体のものと

して策定する予定であります。

策定スケジュールにつきましては、現在、庁

内関係組織によるワーキンググループを立ち上
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、 、げて作業中であり 年内には計画案をお示しし

来年２月の定例県議会に上程したいと考えてお

ります。

次に、昨年度実施しました結婚・子育て意識

調査の結果につきまして説明させていただきま

す。

お手元の別添資料として配付しておりますけ

れども、結婚・子育て意識調査報告書ダイジェ

スト版をお開きください。表紙をめくっていた

だきまして、目次のⅡ、アンケート結果の概要

をごらんください。アンケート全体の調査項目

につきましては、全部で35項目ありますが、ご

らんの10項目に取りまとめ、ダイジェスト版と

して作成しております。

１ページをごらんください。Ⅰの調査の概要

についてでありますが、２の調査設計にありま

すように、20歳代から40歳代の中から抽出し

た3,000名の方々を対象に実施したものでありま

す。詳細につきましては、１ページから２ペー

ジにかけて掲載しておりますので、後ほどごら

んいただきたいと思います。

資料３ページをごらんください。Ⅱ、アンケ

ート結果の概要についてでありますが、今回は

主な項目について御説明いたします。

７ページをお開きください。３の「出産と子

育てに関すること」についてであります。

、子育てに関して不安や負担感を感じているか

あるいは感じたかについて尋ねたところ 「非常、

に不安や負担を感じる 「なんとなく不安や負担」

を感じる」と回答した人を合わせると、66.4％

の人が不安や負担感を感じているという結果が

出ております。

資料８ページをごらんください。子育てに関

する悩みや不安の内容についてでありますが、

「子育てにお金がかかる」が59.7％と経済的な

負担が大きいと答えた人が最も多く 次いで 子、 「

どもとの接し方やしつけの方法が正しいかとい

う不安がある 「仕事と子育ての両立が難しい」」

の順となっております。

資料11ページをごらんください。４の「仕事

と子育ての両立に関すること」についてであり

ます。

仕事と子育てを両立させるためには、どのよ

うな取り組みを進めることが必要だと思うか尋

ねたところ 「病気になった子どもを看護するた、

めの休暇制度や病気になった子どもの保育サー

ビスの拡充」と答えた人が49.2％と最も多く、

次いで「育児休業中の賃金やその他の経済的支

援の充実 「育児に必要な費用に対する減税や補」

助金等の拡充 「仕事と育児の両立を支援するよ」

うな企業意識の醸成、職場環境の整備」の順と

なっております。

今回は調査結果の一部について御説明いたし

ましたが、県民の方々から多くの貴重な回答を

いただいておりますので、これらを踏まえて、

新たな次世代育成支援宮崎県行動計画を策定し

たいと考えております。

説明は以上であります。

ありがとうございました。○長友委員長

それでは、ちょっと質疑に入ります前に、さ

きの常任委員会の県北調査、県南調査の中で、

都城障がい者団体等との意見交換を受けての確

認事項を、お手元に来たかと思いますけど、ち

ょっと確認をしておきたいと思います。

まず第１点目は、身体障害者手帳関係で、障

害者手帳を申請してから認定されるまで１年間

、を要する例があるというお話やらがありまして

また、手帳が認定されるまでサービスを受けら

れないということでありましたが、現状といた

しまして、身障者手帳は基本的に障がいが固定
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した後に認定する制度であり、通常、障がいが

固定していれば、申請後２～３カ月で認定され

ると、身体障がい者が障害者自立支援法のサー

ビスを受けるには、身障手帳所持が必要である

ということが確認事項でございます。

それから、住宅改造助成関係ですけれども、

自分ではって移動できる障がい者が床面の埋め

込み式トイレの設置を望む場合、家族用のトイ

レとは別にもう一つ設置する必要があるが、障

がい者の住宅改造助成事業はこれに対応してい

ないと、こういうお話がありまして、その現状

確認事項としましては、本事業の助成対象は改

造となっており、新設や増設というのは対応し

ていないと、こういう状況でございます。

それから、ショートステイ関係で、医療的ケ

アの必要な重症児者のショートステイの有無の

委員質問に対する回答がありました。それで、

ショートステイは本年度から医療型と福祉型に

区分され、現在、より重度な方を対象とした医

療型には次の４事業所が届出を行っていると。

独立行政法人の国立病院機構宮崎病院、川南町

ですね、それから愛泉会日南病院、日南市のや

つですね、県立こども療育センター、清武町の

施設、それから迫田病院、宮崎市と、こういう

ことでございます。福祉型のキャンバスの会、

都城市にある施設でも、看護師が対応できる範

囲で医療的ケアを含めたショートステイを行っ

ていると。乙房苑のほうでも一部ショートステ

イという話がありましたけれども、これは医療

的ケアを含めたショートステイは乙房苑では行

っておらず、当日発言は一般的なショートステ

イというふうな勘違いをしていたと、こういう

ことでございました。

以上が委員会での確認事項でございますので、

まずそれを先に申し上げておきたいと思います。

それでは、執行部の説明が終わりましたので、

まず、議案関係あるいは報告事項等につきまし

て、質疑がありましたらお願いしたいと思いま

す。

○水間委員 この報告書の58ページです。教育

の国際化、交流促進に関する事業の260万6,000

円、海外派遣助成事業についてちょっとお尋ね

をしますが、この留学生の派遣助成事業ですが、

今、派遣をされている学生は何人ぐらいおられ

るんですか。

○佐藤福祉保健課長 済みません。資料を出し

ますので、ちょっとお時間ください。

○水間委員 それから、説明資料の中の９ペー

ジ、安心こども基金事業、この中の認定こども

園の整備事業についてちょっとお尋ねをします

が、今、宮崎県で11園でしたかね、何かそんな

話を聞いておりますが、国といわば幼保連携と

かいう認定こども園について、大体国は幾らぐ

らいの、2,000団体ぐらいと言いながら、今300

か400しかできていない。よく言われる教育系と

厚労省関係、文教関係と、いろんな問題があっ

てなかなか進まないと言うんですが、やっぱり

宮崎県においてもそういう流れがあるのかどう

か、ちょっと御説明をいただければと思います。

○京野こども政策課長 認定こども園について

でございますけれども、認定こども園につきま

しては、就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律、これが平

成18年６月15日に公布されまして、認定こども

園制度がスタートしたところでございます。そ

れに伴いまして、本県でも条例を設置いたしま

して、現在施行されているところでございます

けれども、国としましては、当初、認定こども

園に認定されたことによります特別な補助とい

うことがなくて、既存の幼稚園、保育園等の補
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助制度で対応するということでスタートしてお

ります。ところが、国のほうが平成20年度、委

員おっしゃったとおり、なかなか進展しないと

いう背景もございまして、平成20年度の補正分

から幼保連携型への移行促進を目的に補助を行

う姿勢に転換したところでございます。現在、

本県におきましては、11の認定こども園がござ

いますけれども、平成20年度２月補正によりま

、して創設しました安心こども基金におきまして

認定こども園の施設整備費、それから事務費に

対する補助事業を本県でも実施しまして、支援

をすることにしております。今後、市町村と連

、携を図りながら補助制度の周知を図るとともに

その需要額を調査してまいりたいということで

考えております。今回１件ほど事業費としてお

願いしているところでございます。以上でござ

います。

なかなか今のお話を聞くと、国の○水間委員

考え方と地方のいわゆる幼保連携という縦割り

の中でいろんな弊害がある。そのことを受けて

今度、20年度、幼保連携のいわゆるこういう補

助金ができた。で、１件該当するような事業が

上げられるということで、20年度の予算につい

てはどうだったんですかね。これは何件あった

んですかね。

20年度につきまして○京野こども政策課長

は、20年度の補正の安心こども基金の中で出て

きたものですから、今回が初めてということで

ございます。

じゃ11園ということは、それまで○水間委員

はすべて20年度以前のもので11園ということで

すか。

20年度までに６園でご○京野こども政策課長

ざいます。そして21年度、21年４月１日に５園

認定しております。

その次の11ページになりますが、○水間委員

この説明資料の中、長寿介護課、今回５つのサ

ービスを追加したことで、35のサービス事業と

いうことになるんですかね。けさのテレビだっ

たかな、いわゆる介護の職員の手当の問題がい

ろいろ出てたんですが、ここら辺は条例のこの

流れには全然該当しませんか。

、○大重長寿介護課長 この条例につきましては

サービスの情報を提供する、そのための事業者

。から手数料を徴収するということでございます

介護報酬のアップによる職員へのはね返りとい

いますか、手当の問題につきましては、また別

問題ということになります。

、○水間委員 この３番の公表手数料の引き下げ

これは公表するのに事務費のこうやってお金が

要るんですかね、今の時代に。インターネット

の時代なんですが、事務の効率化により、１万

円を今まで取っていたわけですね、それを今

度9,000円にするということですが、これについ

てちょっと御説明いただけませんか。

公表機関の手数料でござ○大重長寿介護課長

いますが、先ほど15ページで御説明しましたけ

れども、まず指定情報公表機関、県の国保連で

ございますけれども、ここが最初に事業者に調

査票を送ります。で報告をして、その内容が指

定調査機関に行くと。そこの国保連における事

務に当たる人件費、それから事務費に係るもの

を、手数料として各事業者から負担をいただい

ているというところでございます。

どうも今、その事務費の負担を事○水間委員

業者から取るという、これは例年、今までずっ

とこの流れがここにあったんですかね。

実は18年度からこの公表○大重長寿介護課長

制度、出ております。ちなみに、居宅系サービ

ス、11ページをもう一度ごらんいただきたいん
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ですけれども、居宅系サービスは今度３万3,000

円から２万4,000円にしておりますが、18年度の

当初は４万5,000円でございました。どんどんど

んどん事業所数がふえていきますので、結局単

価はその分、人件費は変わりませんので安くな

る。しかも今回は調査員が１人減るので、また

安くなると 公表手数料につきましては 当初18。 、

年度、１万5,000円でございました。ただ、こち

らは、調査員が２人から１人になったというこ

とじゃなくても、基礎的な人員は変わりません

ので、制度発足時から……。そういう意味で、

効率化によって１万5,000円から結果的に今

回9,000円まで下げることができたということで

ございます。

どうも納得がいきませんが。○水間委員

委員会資料の６ページ、議案第１○黒木委員

号の妊産婦の健康診査ですね。これが９回ふえ

て14回という形ですよね。非常に助かると思う

んですが、１回の診査というのは、どれぐらい

費用がかかるんですか。

妊婦健康診査につきまし○相馬健康増進課長

ては、自由診療ということで、各医療機関によ

って金額が違っていると聞いております。一般

的には、１回目以外であれば5,000円とか6,000

円とか、そういった範囲で聞いております。今

回のこの事業につきましては、医師会のほうと

、単価の委託単価等を調整いたしましたけれども

それでいきますと、１回目が１万2,170円、これ

は血液検査とかいろいろございますので、１回

目はどうしても高くなっております。そのほか

は、特に血液検査等なければ6,270円の、これは

あくまでも委託の単価として契約をしていると

ころでございます。

仮に若い人たちは、保険のない人○黒木委員

がいるかもしれませんよね。そういう人たちは

どういう扱いなんですか、保険がないと。

妊婦健康診査につきまし○相馬健康増進課長

ては保険対象外ですので、保険証を持っている

方も自己負担になります。全額ですね。先ほど

の単価になります。

じゃ14回で妊婦健康診査は大体そ○黒木委員

れで完了するんですか、子供が生まれるまで。

この医師会の単価の合計○相馬健康増進課長

でいきますと、14回分で大体９万5,540円が一般

的な妊婦さんの場合にかかる費用というふうに

考えております。

次に行きます。わかりました。新○黒木委員

、 、型インフルエンザ 宮崎県は非常に対応が早く

鳥インフルエンザがちょっと心配されていたそ

の関係上、準備も早くからされておったと思う

んですが、今回のタミフルをずっと常備、９

万6,000人分、今は持ってましたよね。これが19

万6,000、最終的には20万7,000ぐらいですか、

２つ合わせてですね。ということは、大体人口

の20％ぐらいをめどにしているわけですか、こ

こ辺のを見ると。

国のほうでは 人口の45％○相馬健康増進課長 、

を目標に備蓄することとしております。人口

の45％ですね。国と県と半々で備蓄しておりま

すので、県としましては、総備蓄目標量としま

しては、22万2,700人分を目標としているところ

でございます。

じゃ県が備蓄している部分と国が○黒木委員

備蓄している部分というのは、別に備蓄して、

国はどこかに備蓄しているわけですか。

、○相馬健康増進課長 委員のおっしゃるとおり

各都道府県の備蓄量と同量、国のほうで備蓄を

しております。

、 、○黒木委員 例えば備蓄 国がしている場合は

恐らく中央のほうでしょうね。もちろん、どこ
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かが発生したときには集中してやらなければな

りませんから。そうしますと、45％と言われた

ですかね、通常、普通のインフルエンザ、これ

が流行するときは、年によって違いますけれど

も流行しますね。大体どれぐらい県内では１年

間にインフルエンザとしてタミフル等を使うん

ですか、ふだんの年で。

季節性の毎年のインフル○相馬健康増進課長

エンザで、どの程度、県内で消費されているか

というのは、ちょっと把握をしておりません。

やっぱりことしは発生したという○黒木委員

年も今までありましたよね、過去。そういう事

例からしてみても、やはり今の45％でいいのか

と、今度、新型の場合は、これに頼る以外はな

いというふうに思いますので、そこ辺は少し余

裕があったほうがいいのか。国が今言いますよ

うに中央に持って、集中的に出たところに恐ら

く配布するんだろうと思いますから、それで間

に合うかと思いますけれども、できるだけ県の

ほうもそういう対応が大切だと思いますので、

よろしくお願いしておきます。

それから議案第９号、公衆浴場法ですね。私

もこれは随分前から議会で皆さんにお願いをし

てきたことなんです。特に県内それぞれ温泉セ

ンターができ、この温泉センターにこういった

個室での家族ぶろといいますか、こういうもの

ができているけれども、なかなか認められなか

った。これは非常に私は悩ましい問題だなと。

それぞれ熊本に行っても鹿児島に行っても認め

られているものが、何で宮崎だけ認められんの

かということを皆さんと随分やり合ったんです

けれども、今回こうやって認めていただいて、

温泉センターの各県内にありますそういう温泉

施設が、これからこの方向でちょっとつくりか

えることができるんでしょうね、そこ辺は。今

までつくっておるのをうまく使っているところ

もありますけれども、ここ辺はどういうふうに

これから指導といいますか、そこ辺はどうでし

ょうかね。

公衆浴場をもって個室の○船木衛生管理課長

いわゆるおふろ等を備えておる施設というの

が31施設、把握している中でございます。その

中で、施設等を公衆浴場法だけで営業されてい

るところが対象となっているので、いわゆる家

族ぶろの利用ができなかったわけなんですけれ

ども、旅館業法のほうは、いわゆる個室ぶろと

いう形で利用ができていたわけなんですけれど

も、その施設が今、公衆浴場のみの許可で個室

ぶろ、介助ぶろみたいなものがある施設が14カ

所ございます。こういった施設は、それをその

まま利用できていくという形になりますけれど

も、今後は、委員おっしゃいます公衆浴場のみ

で許可を受けている部分の個室ぶろがどうなる

かということにつきましては、関係の業者さん

では、そういう個室ぶろを新たに設けたいとい

う話も聞いておりますし、施設を新たにつくら

なくてはいけない部分も出てくるんですけれど

も、営業は可能になります。

先ほど水間委員から御質○佐藤福祉保健課長

問のございました看護財団の留学生の状況でご

ざいますが、21年度の計画といたしましては、

派遣計画上２名派遣することで予算を計画して

おります。具体的には、現在、募集中でござい

ますので、内容については、それ以上の詳細は

ちょっと把握しておりません。以上でございま

す。

今回２名募集をされる。以前の、○水間委員

今までの派遣をした、大体どこらあたりに行か

れて、どこで留学をされてという今までの経過

はちょっとわかりませんか。
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昨年度、20年度でござい○佐藤福祉保健課長

ますが、派遣は１名でございました。場所は、

ハンガリーに行っていただいております。それ

の前はちょっと把握しておりません。済みませ

ん。

よく私どもは、やはりこの日本か○水間委員

ら外に出て、若いうちに海外を見る、そして留

学をする、勉強してくる、ここが非常に私は大

事なことだと思うんですよ。ですから、一つの

今、我々県議会においても、海外視察というの

は、これまた非常に県民の皆さん方の、これは

見聞を広めるということについては、やっぱり

何事も勉強だと思うんですよ。それを結局、県

民の皆さん、そういうことを、予算を使うとか

物見遊山じゃないかという表現なんだけど、や

はりひとつ学生の人たちについても、もうちょ

っと枠を広げて、宮崎県の看護の云々勉強する

ためには、学生さんに勉強していただくという

ことについては、もうちょっと思い切った予算

措置も必要じゃないのかなと。だから、１名、

２名も大事ですが、行かれている、募集にかか

ってくるというのは、なかなか、やはり優秀な

生徒さんをということ、語学力も当然必要にな

ってくるとすれば、もうちょっと予算措置も考

えながら勉強していただいて、そしてまた、我

々のいわゆる人を預かる、命を預かるこういう

職に対して、もうちょっと勉強していただくよ

うな方向というのを考えていただきたいと思う

んですが、どうですかね。

委員おっしゃる趣旨は十○佐藤福祉保健課長

分わかります。学生さんがいろんな形で見聞を

広められるというのは、本当に大事なことだろ

うというふうに思いますので、もちろん看護領

域だけの問題じゃなくて、いろんな方々が海外

でいろいろ見聞を広められて刺激を受けられる

というのは非常に大事なことかなと思います。

ただ、具体的には予算の問題もありますので、

財団と今後、そういう方向も含めて、そういう

御意見も含めて、検討をしたいと思います。

次長がおられるので、そういうこ○水間委員

とで、何か今のことについて、福祉保健部とし

て、やっぱり考えないかんなというようなお気

持ちはありませんか。

ただいま福祉保健課長○加藤福祉保健部次長

が言ったとおりでございまして、いろんな面で

見聞を広めるというのは本当に大事です。看護

財団ですので、財団のトータルな計画もござい

ますので、そこあたりはまた私どもも一緒にな

って協議しながら、そういった御意見があった

ことも伝えまして、検討させていただきたいと

いうふうに思っています。

常任委員会資料の３ページでござ○米良委員

いますが、この前の本会議でも大分議論がなさ

れたようですが、最近、特に介護サービスにお

ける人材の確保、人材不足というのが、この介

護サービスが始まって６年目ですかね、５年目

ですかね、いろいろ承りますと、過重な労働に

よってとか、今度また介護報酬等が見直される

ようでありますけれども、資格を有している人

が就労していない、就労したがらないというそ

の理由というのは、さっき私が申し上げたよう

なことが一番主な原因になっておるわけでしょ

うか。どうですか。それともう一つは、全国に

介護人というのが、必要な介護人というのは150

万でしたかね。間違っていたらまた教えてくだ

さい。24万人ぐらい不足しているんじゃないか

という話もありますが、それを埋めるためのこ

ういう特別な対策事業だろう、その一環だろう

と私は認識をしておりますが、宮崎県における

本当の不足している人数というのはどのくらい
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のものでしょうか。あわせてひとつお聞かせを

いただきたい。

おっしゃるとおり、いろ○佐藤福祉保健課長

んな形で高齢化がどんどん進んでいますし、こ

れから先も進みますので、介護職員のニーズと

いうか、介護施設での人材不足というのは、今

後容易に想定されるわけで、ただ、今回この事

業で想定、出していますのは、そういう人材が

どんどん必要になる中で、一方で、その養成施

設に入る、入学される学生さんが少なくなって

きていると。ことしの４月は、県内８施設ござ

いましたが、２施設は募集停止されました。残

りの６施設でも、充足率が５割を切ったと、切

っているという状況です。これは全国的な傾向

でもあるものですから、国のほうでも基金を活

用して、養成施設が例えば新規学卒、いわゆる

高校なんかに介護職の魅力とかいい面をＰＲに

行きなさいと、あるいは働いていない、いわゆ

る資格は持っているけど働いていない介護福祉

士の皆さんを掘り起こす事業をしなさいという

形で、養成施設に助成をしようというのが今回

の事業となっています。一方で、介護現場での

いろんな問題もあろうかと思いますが、養成施

設という観点から私どもこの事業を出させてい

ただいていますので、現場のほうは、ちょっと

長寿介護課長のほうに御説明いただきたいと思

っておりますので、一応、中途半端でございま

すが、バトンタッチをちょっとさせていただき

ます。

高齢者施設関係の介護職○大重長寿介護課長

。員という点で御説明を申し上げたいと思います

正直に言いますと、現場といいますか、施設の

現場の声を聞きますと、やはり介護福祉士の資

格を持った職員について、３％の今回の介護報

酬アップがあって、中身としては加算措置でご

ざいます。基準以上に職員を置けば加算します

よ、６人対１人の割合で介護福祉士を置けば、

普通３対１の割合なんですが、その６対１で介

護福祉士有資格者、半数以上ということになり

ますが、そういう形で専門職といいますか、介

護福祉士を置けば加算の対象にしますと。そこ

のところで、現場に私もお聞きをしたところな

んですけれども、やはり郡部のほうについての

施設については、その半数がなかなかぎりぎり

のところだというのが正直なところだという話

を伺っているところです。都市部につきまして

は、辛うじてクリアしているということなんで

すけれども、そういった意味で、全体の職員と

しては、どんどんどんどん職員がやめていって

現場が回らないという状態では宮崎県はないん

ですけれども、介護福祉士で基準を完璧に満た

すかと言われると、やっぱりぎりぎりの状態で

すと言わざるを得ない状況かなと思います。や

っぱり介護現場に介護福祉士が居つかないとい

う理由なんですが、やはり賃金水準自体が措置

の時代と比べて、介護保険の時代になったら少

し安くなったと、そこはそう言わざるを得ない

のかなと。そういった意味で、今回また国の補

正で、賃金にそのまま投入するといったような

措置も今検討されているように聞いております

ので、そちらのほうも注視していきたいという

ふうに考えております。

正確な不足している人数というの○米良委員

は把握していないわけですね。

、○大重長寿介護課長 先ほど言いましたように

介護現場では、介護に当たる職員は、１人の利

用者に対して３人、看護職員、介護職員含めて

ですね。現場そこそこを全部見てみますと、ぎ

りぎりではやっぱりやっていけませんので、非

常勤、臨時職員も加えまして、それを上回る人
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員は、県下介護保険施設、配置をしておるとい

うところです。ですから、基準を割ってという

ようなところはもちろんございませんし、介護

現場のそれなりの職員処遇の改善については、

管理者も気を配っているんではないかというふ

うに考えております。

ここにもこの事業の概要の中で、○米良委員

職場体験事業とか、これは専門学校だろうと思

いますけど、そういう養成施設に対して補助を

行うという概要ですけれども、一時期、県立学

校においても福祉科をつくったり、学科改編を

やりましたよね。ところが、４年も５年もたた

ないうちに、頓挫してしまっていくようなそう

いう学校現場のあり方では、ちょっと将来的に

問題があるんじゃないかなと心配をするもので

すから、それにどう立ち向かっていくかという

のがこの事業だろうと思いますけれども、いろ

いろ課長の話を聞いておりますと、将来的にも

不安がいっぱいあると思うんですよ。過重な労

働なり報酬なり、そういうもので単に済まされ

るということであれば、もっと県も真剣にこの

あたりに予算を投入して、人材の確保なり将来

、におけるそういうものに対する対応というのは

これはしっかりして対応していかないと、また

ぞろ不足したときに、さあやりましょうと言っ

たって、そういう人たちが育っていないという

ことになってきますと、非常に社会保障的なそ

ういうものからすると、ずれが出てくると困る

だろうと思いますから、そこ辺をしっかり対応

方をお願いしたいなとこう思うんですよね。

それから、報告書の61ページ、臓器関係です

が、一時期、腎バンクの登録の関係で、議会も

非常に興味を持った時代があったんですけれど

も、この報告で見ますと、20年度の登録者数は

わずか４名で、登録者総数が61名、これは宮崎

県における数からいくと、これは妥当な数字な

のか。あるいは腎臓の提供者からすると、ある

いは必要なそういう腎バンクの必要性からする

と、61名というのは妥当な数なんですか。これ

は少し県民の認識というか意識がやっぱり低下

しておるんじゃないかなと私は思うんですけれ

ども、県議会でも議論をした時期があったんで

すけれども、そこ辺の経過はどうなんですか。

61ページの腎臓移植希望○相馬健康増進課長

者の登録でございますけれども、これは腎臓を

提供しようという人じゃなくて、腎臓の提供を

受けたいという人の数でございます。県内、腎

透析をされている方、3,000数百人おられるんで

すけれども、その中で20年度に腎移植を希望さ

れた方が４名、累積の登録者数としては61名で

す。確かに、委員のおっしゃるとおり、3,000数

百名の中でこの登録数というのは、希望される

方が少ないというのはあるのかと思っておりま

す。一つには、やはりなかなか腎移植の提供が

ないものだから、登録をしてもなかなか回って

こないとか、そういうことで登録をされていな

、い方もいっぱいおられるのかなと思いますので

やはり腎の提供をふやしていくことによって腎

移植のチャンスがふえれば、こういった提供を

希望される方もふえるのかなと思っております

ので、今後とも腎移植に関する啓発は引き続き

強化して、腎移植提供がふえることを推進して

まいりたいと考えております。

全国から見た宮崎県の数というの○米良委員

は 大体全国的な規模というのは 登録者数は61、 、

名ですけれども、都道府県からのあれはどうな

んですかね、比較してみると、61名という宮崎

県は。登録している人の61名というのは、各都

道府県からするとどうなんですか。割合は、少

ないほうですか。
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全国の腎登録、済みませ○相馬健康増進課長

ん、手元にちょっと全国の数字を持っておりま

せん。

さっきの福祉・介護人材確保につ○蓬原委員

いてですけど、話を聞いていまして、道路の旗

振りの仕事というのがあります。警備保障会社

がやっていますよね。何かこの仕事に何となく

私リンクして、結局勤務条件が大変厳しい、給

料が安い、次から次にやめていくので、それを

。絶えず補給して回転させていかないといけない

前、県内のいろいろ有効求人倍率を調べて回っ

たときに、この警備の関係の有効求人倍率は物

すごく高いんですよね。これを見ると物すごく

高給かなと思うと、離職者が多いから絶えず応

募している、探しているという状況、だから有

効求人倍率が高いという状況になっているわけ

です。もしかすると、この介護についても、有

効求人倍率というのが物すごく高いのかもしれ

ない。絶えず人が回転しているという、そのた

めに、回転するためには新しい人材をつくらな

いかんから、そういうことかなというふうな印

象を受けていまして、そうじゃなくて、やはり

介護職というそのものの待遇改善というか、こ

れをちゃんとやっていかないと、今、８施設の

うち２施設が廃止になった。大変だから、その

運営しましょうよ、ちょっと事業の幅をふやし

て、そこに補助しましょうよということのよう

に聞こえてくるわけですよ。だから、現状につ

いて、例えばいろんな施設の離職率、この介護

に当たっておられる方々のそういう施設の離職

率というようなものをどのようにとらえておら

れるか、そこのところを教えてほしいんですけ

ど。

離職率という数字を調査○大重長寿介護課長

はしておりませんけれども、私どもが実感とし

て感じておりますことは、いわゆる正規職員、

常勤職員という方々については、割と、これは

介護の現場の仕事というのは、やはり単純に報

酬だけではないと思うんですね。その方々がや

りがいを持って、本当に生きがいを持って、や

っぱり向き不向きがあると思うんです。向かな

い方はやはり続かないと思います。ただ、やり

がいを持って常勤で仕事を続けておられる方に

ついては、そんなに出入りといいますか、ない

と思います。ただ、先ほども言いましたけれど

も、１人の人間が食事を介助するのに、手は両

手を使って介護する場合に、そんなに10人も、

ベテランでも10人も介護はできないわけでござ

いますので、手数がいる場面では、よりパート

とか臨時職員、非常勤職員を投入して、職員の

また労働を薄めるということが必要になってま

。 、 、いります ただ そこのところの待遇の問題で

、なかなかそんな高給は出せないというところで

すき間を埋める役割の職員の確保に苦労してお

る。ですから、福祉施設はいつもハローワーク

に求人を出しておると。それは必ずしも正規職

、 、 、員ではなくて 今言いましたように 嘱託職員

非常勤職員、パートの部分を募集をかけている

という実態があろうかというふうに感じており

ます。

実際の実態についてピックアップ○蓬原委員

されて、臨時だけじゃなくて、正規の職員の皆

さんがどの程度長く勤務されておられるのか、

そのあたりから調査をなさったほうが私はいい

と思いますよ。ずっと前、この委員会におると

、 、きに ある施設を何カ所か見て回りましたけど

この介護保険制度が始まってまだ数年のときで

したが、そのときにそういう話を聞いて、まだ

数年の段階でこういう話かと思ってびっくりし

たことがありましたし、例えば前、汽車でこの
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議会に来るときに、田野だの清武あたりで、こ

の介護福祉士を目指す学生がぞろぞろおりてい

ました。それがいつの間にか、非常に今まばら

ですよね。ということは、一時、介護保険制度

ができて、物すごい仕事があるよ、学校には行

ってみたけれども、卒業して就職してみると、

とてもじゃないと、結婚もできないと、少子化

対策もありますけどね。結果的にはやめて、転

職を余儀なくされていったということが私は現

実じゃないかと思うんですよね。だから、その

あたりから根本的に法の見直しも含めてやって

いかないと、これは堂々めぐりだと思うんです

ね。だから、そこあたりの実態についても、し

っかり把握していただきたいと。せっかくです

から、先ほど国の話が出ましたけど、我々も巷

、 、間 月額１万5,000円とか何か聞いていますけど

もう少しそのあたりを、どういう情報としてつ

かんでおられるか教えていただきたいと思いま

す。

まだ、あくまでも情報と○大重長寿介護課長

いう段階でございますけれども、国のほうの今

の打ち出しでは、１人１万5,000円という具体的

な数字が上がっておりますが、よくよく、まだ

これはあくまでも情報の段階でございますけれ

ども、先ほど３％アップについても加算措置を

とってきたというようなことを申し上げました

、 、 、が 必ずしも１万5,000円 軒並み上乗せしたら

はい上げますよという制度でもないんではない

かなというような感触も多少持っております。

ただ、手を挙げたところにつきましては、その

まま今までのように総額の中で投入するんでは

なくて、上げることを条件に投入するというこ

、 、とでございますので 給料に対するはね返りは

３％アップよりもはるかに影響が大きいという

ふうに考えております。

それは１万5,000円というのは時限○蓬原委員

ですか、それともずっと永久的にやっていくん

ですか。

今の情報では２年６カ月○大重長寿介護課長

と、ことしの10月から始めて、21、22、23年度

、 。までという情報 あくまでも情報でございます

わかりました。次世代育成支援宮○蓬原委員

崎県行動計画についてお尋ねします。この少子

化という問題は、日本全体のこれからいろんな

ところに、ボディーブローのように、経済的に

も社会的にも政治的にも、世界的にも効いてく

ると問題だと思っていまして、緊急なようで、

かつ大変な問題だなというふうに思っています

が、なかなかその成果があらわれないのが現実

でありますけれども、教育との関連、こうなる

と答弁が難しいのかもしれませんけど、例えば

環境ですよね。環境問題が言われてもう20数年

になっています。これがやはり教育の現場でこ

の地球環境を守ることの大変さというのがずっ

と行われてきて、子供たちの作文を見ると、環

境問題の大切さを作文に書くようになって、い

つしかその子たちが大人になって、この環境問

題もかなり今ほとんどの国民の皆さんが共有す

るというところまで高めてくることができたと

。 、 、いうふうに思います さて この少子化の問題

これは個人の価値観の問題だと言われると、そ

れ以上の議論のしようはないんですが、いろん

なアンケートをとったり、その対策が国でも県

でも市町村でも打たれようとしておりますけれ

ども、小さいときからの子供に対する少子化が

及ぼす日本の社会への不安みたいなもの、そう

いう、なかなか難しいのかもしれませんけど、

教育的にこういう問題を小さいときから子供た

ちに、環境問題とは少し意味は違いますけれど

も、していくというのは必要じゃないかなと思
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うんですが、実際は教育委員会との兼ね合いも

あるんでしょうけれども、この計画をつくるに

当たって、教育という観点からの少子化、何か

考えは課長、ないですか。

次世代育成支援行動計○京野こども政策課長

画についてでありますけれども、先ほど御説明

したところでございますけれども、現在、庁内

プロジェクトをつくって調査中でございます。

もちろん、このことにつきましては、教育委員

会も入っておりまして、教育、福祉、おっしゃ

ったような環境部門、いろんな分野から総合的

に検討していかなければならない問題だと考え

ております。また、先ほど申し上げましたアン

ケート調査等々を踏まえまして、非常に財政事

情、厳しい折ではございますけれども、必要な

施策を選択しながら、計画の中に盛り込んでま

いりたいということで考えております。以上で

ございます。

よろしくお願いいたします。教育○蓬原委員

委員会も入っておられるということですから、

私の考えは、やっぱり小さいときから子供たち

に、かなり時間がかかると思うんですよね、こ

の少子化問題というのは。それぞれの人生観、

いろいろありましょうから、社会的にも変わっ

てきているわけですが、こういうことでこうい

う問題になるよという、特にまた高齢化も進む

よという中で、やはり子供はちゃんと次の世代

の子供たちが生まれていかないと、日本という

この国の存在そのものが、あるいは地方の存在

そのものがなくなっていくんだよというような

、 、教育は 別にしてもおかしくないんではないか

むしろ必要なことではないかというふうに思い

ますので、これは希望になりますが、ぜひ教育

委員会の先生方を多く入れていただいて、そう

いうものも網羅された計画になるといいなと思

っていますので、よろしく御検討方、お願いを

したいと思います。

介護関係のちょっと補足○佐藤福祉保健課長

でございますが、離職率のほかの業種に比べる

、 、と若干高いとか あるいは待遇も不十分だとか

そういう実態は否定はできないと思いますが、

ただ、余りにもそのマイナス面だけが、マスコ

ミ等を中心に強調され過ぎているということも

あるのかなと思います。先日、新聞にもそうい

、う趣旨の記事も出ておったようでございますが

一方で、そのアンケート調査、全国の調査を見

ますと、介護職についている理由として、やっ

。ぱりやりがいがあるというのが１番なんですよ

あるいは、資格を生かせるという理由が２番目

なんですよ。要するに、前向きにとらえている

、人もたくさんいらっしゃるということですので

そういうことも踏まえながら、今回の事業は養

成施設のＰＲですが、介護職のすばらしさみた

いなものとか、そういったものも、この事業を

。通じてやらせていただきたいと思っております

以上でございます。

米良委員のほうから質問○相馬健康増進課長

のございました全国の登録状況でございますけ

れども、ことしの４月30日現在で１万1,724名で

す。人口割合から言いますと、本県の登録者数

は少ないのかなと思っております。また、先ほ

ど、追加でございますけれども、腎バンクの事

、 、業の中で 腎臓移植を希望して登録する場合に

ＨＬＡという検査をして、検査料とか要るんで

すけれども、これに対しまして、その検査料の

一部として１万円を腎バンク事業として補助を

して、登録の推進を図っているところでござい

ます。

ちょっと基本的なことを教えてく○田口委員

ださい。インフルエンザ対策ですが、タミフル
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が平成20年度までに９万6,000人分、備蓄されて

いますけれども、これはいつから備蓄を始めた

んですか。何年度からですか。

平成17年の２月から備蓄○相馬健康増進課長 ※

を始めております。

平成17年からですね。これは有効○田口委員

期限というんですかね、薬の有効期限というの

は何年あるんでしょうか。

17年度でした。恐れ入り○相馬健康増進課長

ます。購入を始めたのは18年の２月ですね。あ

と、有効期限でございますけれども、備蓄用の

タミフルにつきましては７年間でございます。

７年たったそのタミフルはどうす○田口委員

るんですか。廃棄ですか。

備蓄用につきましては、○相馬健康増進課長

かなり流通価格より安く購入することになって

おります。そういうことで、有効期限を過ぎた

場合には、当然使うこともできませんので、廃

棄ということになろうかと思っております。

何かもったいないというか、東南○田口委員

アジアのほうにでも、有効期限切れたのは失礼

かもしれんけど、何か回すようなこともできん

かという思いもいたしますが、18年からだと、

もう結構３年近くたつわけですね。ちょっと突

、然リレンザというのが出てき始めていますけど

このリレンザとタミフルの使い分けとか何かあ

るんでしょうか。それとも効果は同じなんです

か。

タミフル、リレンザ、ど○相馬健康増進課長

ちらも効果は同じでございます。ただ、タミフ

、 、ルにつきましては やはり耐性株といいますか

タミフルに対しては耐性を持ったウイルスが出

現するということが言われておりまして、そう

いう面で、リレンザもあわせて一部備蓄をする

ような形になったところでございます。

そうすると、このタミフルとリレ○田口委員

ンザというのは、一個人に対してはタミフルだ

けとかリレンザだけと、あわせて使うとかそう

いうことはないわけなんですね。

あわせて使うことはござ○相馬健康増進課長

いません。

わかりました。これは価格は大体○田口委員

一緒なんですか。

タミフルとリレンザでござ○岩﨑薬務対策監

いますが、いわゆる県の購入価格というのは、

入札であったり契約等で買うわけなんですけれ

ども、一応薬価というのがございます。保険で

診療する場合の請求金額という形になるわけで

すが、タミフルのカプセル１錠が309.1円となっ

。 、 、ております 治療には 朝・晩２錠ずつ５日間

つまり10錠が１人分になってございますので 10、

錠になりますと3,091円と、１人分にタミフ

ル3,091円かかるということでございます。リレ

ンザも同じように、これはリレンザというのは

吸入するお薬になっております。タミフルはカ

プセルと粉薬がございまして、備蓄はカプセル

を備蓄しておりますけれども、リレンザという

のは吸入、吸い込むような形になってございま

。 、す これで１箱１人分の形になっておりますが

これも3,374円という、これはいわゆる定価とい

うふうに御理解いただければよろしいかと思い

ますが、値段的には近いお値段になってござい

ます。以上です。

このタミフルとリレンザですが、○蓬原委員

国と県が合わせて45％だったですね。民間でも

薬局には、県と国とは関係なく、県内には何ぼ

かあるわけですか、ないんですか。

これはあくまでも45％、国○岩﨑薬務対策監

と県で備蓄している分が45％で、目標としてお

※このページ左段に訂正発言あり
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ります。県内に今９万6,000ということでござい

、 、ますが これ以外に普通に市場に出ております

薬局、それから医療機関に、実際タミフル等が

あるわけなんですけれども、定期的に新型の発

生後、調査をしておりますが、大体タミフルと

リレンザを合わせまして、本日現在で5,200人分

ぐらい県内に保有がございます。これは大体毎

日そのぐらいずつ使われた分は、卸さん、メー

カーさんから来て補充されていて、大体見てお

りますと、5,000人分前後、県内で常時ある状況

でございます。以上です。

入札で買われるということでした○蓬原委員

ね。先ほどは、中外製薬株式会社、国内唯一と

いうことでしたけど、１社しかないのに入札を

やって、どういうことなんですかね。それと心

配するのは、１社独占でしょう。例えば、こう

いう時期になって、かなり大量生産しているは

ずなんですよね。大量生産すれば安くなるのが

当たり前で、もしかしたら足元を見られて高く

なっているんじゃないかという気もしますが、

この入札が実際成り立っているのかということ

と、その価格の推移、どうなっているのかちょ

っと教えてください。

19ページにタミフルの取○相馬健康増進課長

得について議案第12号で上げておりますけれど

も、契約の相手方は中外製薬株式会社で、契約

の方法につきましては随意契約となっておりま

す。これは国内唯一のタミフル製造業者でござ

いますので、ほかにございませんので、随意契

約させていただいております。あと単価につい

てでございますけれども、先ほど薬務対策監の

ほうからの御説明は、現在の薬価の単価でござ

いまして、この備蓄用に購入しますタミフルに

つきましては、今回１人分1,927円80銭になって

おります。薬価が3,091円ですので、約６割程度

の単価で購入をすることになっております。

随契ということですね。わかりま○蓬原委員

した。

議案第１号、障害福祉課ですが、○外山委員

事業者の施設運営の安定化を図るため、月額、

定額、９割を保障とありますが、これは定額か

ら日割りになったと。９割を、普通の法人でど

の程度の負担増になったんでしょう。

旧体系の事業所につきま○高藤障害福祉課長

しては、今の新法、自立支援法ができる前の月

額の９割を保障するということで、１事業所当

たりでは、障がい児の事業所が、旧体系の事業

所で180万円、新体系の事業所で約36万円を負担

しております。ちょっと説明が難しいんですけ

、 、 、ど 要するに 旧体系の事業所は施行前の９割

新体系の事業所は、新体系に移行する前の９割

を県で負担をしております。

これは、障害者自立支援法に移行○外山委員

したと。それまでは定額給付であったと。それ

で、06骨太、2,200億、これとの関係で搾ってき

たと。結果、日割りでしたと。１つの法人で400

～500万収入が減ったと、そう言われています。

旧体系と新体系、それは全く関係ない。だから

今、激変緩和策としてということがちゃんと書

いてありますやろ、ここに。それで９割を安定

するまで補助をすると。これはあくまでも支援

法前の９割を保障しますよということではない

んですか。

ですから、前の制度です○高藤障害福祉課長

と、月ごとの利用に応じて支払われていたと。

それが自立支援法ができてから、１日ごとの利

用に応じて支払うというふうになりました。そ

れで収入が非常に不安定になったと。そういう

ことで、自立支援法施行後も旧体系の事業所に

ついては、18年の法律が施行される前の額の、
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その事業所があった額の９割になるまで保障し

ましょうと。新体系は、途中で例えば18年に法

律が施行されて、19年の４月から新体系に移行

した場合は、19年の３月の時点でのその施設の

収入の９割を保障するという仕組みでございま

す。

今、国会で見直し案が提案されて○外山委員

います。その見直し法案の中に、この問題につ

いてはどのようになっていますか。

現在、その月額について○高藤障害福祉課長

は、政令事項になっていて、法律では対応はさ

れておりません。

恐らく９割減額した分が政令とし○外山委員

てうたわれるでしょう。でなければ、施設運営

はできません。みんな赤字になっていく。赤字

、 、になっていくから 今度の３％の報酬にしても

そっちのほうに全部流れていった。だから、２

万円上げるということにしても、1,000円と

か2,000円しか上がってない人がたくさんいる。

こういったことをしっかりと踏まえて、例えば

介護職の時給の関係、これ一つにしても、例え

ば一法人で離職者、正規、非正規、給料、これ

はどの程度ですか。障害福祉課とか長寿介護課

とかばらばらに、ちょっとまとめて一遍に答え

。 、 。てください 介護は介護 一回一回指名せんで

長寿介護課では、今おっ○大重長寿介護課長

しゃったような数字、ちょっと今、持ち合わせ

ておりませんので、また調査をかけていきたい

と思います。

障害福祉課関係も離職等○高藤障害福祉課長

の調査はしておりません。データを持っており

ません。

一番肝心なことが全くわかってい○外山委員

ないでしょう。もうすぐボーナス、本当に安い

ですよ、びっくりするぐらい。そういったこと

が全くわからんまま、需要と供給というのをそ

んなに軽々に言ったらだめですよ。実は私の子

供も、３人とも介護職でした。みんなそれぞれ

希望に燃えて就職をした。しかし、こんなに安

ければ続かない。これが現状。だから、もうち

ょっと現場を調べてもらって答弁していただき

。 、 。たいなと 本当に学生たち みんな人間が好き

だから介護職になる。しかし飯が食えん。だか

らやめざるを得ない。これが今、福祉職員の現

状。特例基金、定額か日割りかにしても、社会

福祉法人の法人協会が自民党に出した見直しに

対する要望書、それにこたえた自民党の見直し

案、厚労省に申し入れした内容、私、持ってい

ます。大変な事務量だと、これをやっぱり変え

てもらいたいと。自民党の見直し案にもそのこ

とがまず第一番に載っている。だから、担当部

としても、こういった点はイの一番に訴えても

。 。らいたい これは要望しておきたいと思います

「自殺ゼロ」に関して。つい最近、厚生福祉

という厚労省の冊子が送ってきた。市役所から

ですが。大阪府警が大阪市と提携をして、こと

しの８月から、自殺未遂者情報というものを交

換して、未遂者に対してのメンタルケアを行う

ということが、いわゆる府警と大阪市が提携を

して行うそうです。宮崎県警と担当課ではどの

ようになっていますか。

宮崎県の○野﨑就労支援・精神保健対策室長

場合は、昨年の４月から、警察が認知した自殺

未遂者の方につきましては、御本人の了解が得

られたものについては、保健所、当課のほうに

もそうですが、情報をいただくようにいたして

おります。以上でございます。

実績まで言ったらどうですか。○外山委員

申しわけ○野﨑就労支援・精神保健対策室長

ございません。20年度の状況で申しますと、通
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報を受けたものは、宮崎市の保健所も含めまし

て40件でございます。

県警から、生安なら生安から、何○外山委員

件おたくに来て、そこら辺の分母と分子の関係

はどうなんですか。

全体の自○野﨑就労支援・精神保健対策室長

殺未遂件数というものについては数値をいただ

いておりませんで、報告があった件数だけを把

握いたしております。以上でございます。

どう対応したかとか、何件受けて○外山委員

それを各保健所に振って、保健所はその情報を

どう生かして、どういうふうに喜ばれたのか、

それとも来て要らんわと言われたのか、どうい

う効果があったのか、そこまで言ってもらえん

ですか、一回一回言わんで。

申しわけ○野﨑就労支援・精神保健対策室長

ございません。保健所ごとにつきましては、去

年の４月からスタートしておりますシステムの

ほかに、各駐在所当たりからの連絡、直接自殺

未遂ということではなくても自殺のおそれがあ

るような話についての情報ですとか、あと市町

村なりからの情報等がありまして、昨年度、20

年度で申しますと、全体で246の自殺関連の活動

といいますか、保健師が面接相談ですとか訪問

指導あるいは電話相談等で、総数で246件対応い

たしております。中には、電話でお話があった

ものについて、その後、面接に伺ったりとか訪

問指導をしたりとかいうことで、相談にすべて

対応しているような状況でございます。以上で

ございます。

私も例えば夕べ、幻覚痛が走る、○外山委員

一睡もしない、そのときに犬を連れてくる、犬

を殺しておれも死のうと、こういうのは１年に

２～３回は必ずある。どれだけ心の痛み、肉体

的な痛み、これが本人を苦しめるか。そういっ

、 。たことを やっぱりピアカウンセリングをする

「 」同じような悩みを持っていた人が 頑張ろうね

という声をかける。そういったことがいかにい

やしになるか。だから、未遂者に対して、そう

いった関係の方々がお互いに話し合う場、そう

いったこともぜひ必要なのではないのかなと。

例えば382名、その前は395名の人がみずから命

を絶った。ことし１月から５月までは、前年同

。 、 、月比と５人少ない しかし 未遂者というのは

掛ける10 3,500～3,600人が未遂者 そのうち200、 、

人を捕捉した。その方々を保健師という方々が

しっかりとフォローすれば、随分助かる命が出

てくる。そのことを、真剣に取り組んでもらい

たい。生安なら生安としっかりとスクラム組ん

で、それで大阪府警は本になる。こういったこ

とを宮日とかほかの新聞に書いてもらって、そ

れを記事にしてもらって、県警、こういうこと

も取り組んでんのやなと、もっともっと知らし

めてもらう方法、ありませんか。

警察のほ○野﨑就労支援・精神保健対策室長

うでも昨年、記者発表したようなんですけれど

も、どうもＰＲのほうがうまくいかないようで

ございまして、何か読売の全国版のほうで取り

上げていただいたということで、当課のほうに

、 、も よその県から問い合わせの電話が来まして

県警のほうの事業でございますので、県警のほ

うの了解をとりながら、それをほかの県に紹介

しているというふうな状況でございます。なか

なかＰＲがうまくいっておりませんで、もう少

し、こういうことも含めてですが、自殺対策で

何をやっているかというのを少ししないといけ

ないかなというふうに今考えているところでご

ざいます。以上でございます。

全国紙の読売に載ったと。私も記○外山委員

事を見てびっくりしました。ところが、固有名
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詞を挙げていいかどうかわかりませんが、ロー

カル新聞には一回も載らんと。やっぱりちょっ

とおかしいんじゃないかなと。別にローカル新

聞の肩を持つわけではありませんが、もっとや

っぱり宣伝してほしいなと。これは要望、きょ

う、あしたでも新聞に載りますか。

有料老人ホーム、届けた場合と無届け運営し

た場合のデメリット、メリットというのはある

んですか。

、○大重長寿介護課長 はっきり申し上げまして

届出によるメリットというものは、さほどござ

いません。建設費が補助が出るわけではありま

せんし、運営補助が出るわけでもありません。

先ほど御説明しましたように、ホームページで

紹介をします。この施設は届出を県が受けた施

設ですよという、そういうところだけだと思い

ます。無届けのところにつきましては、有料老

人ホームの要件を満たしておって届けないとい

うことは、法律に、老人福祉法にひっかかるわ

けですけれども、満たしていない施設は別に届

出の義務はございませんので、先ほど委員おっ

しゃったようなメリット、デメリットもなけれ

ば、もう届出をしないほうがましというところ

はあると思います。これは正直なところを申し

上げておるところでありまして、ただ、先ほど

言いましたように、今までそれでは10対０の世

界が続いてきたわけで、今回メリットはそうご

ざいませんけれども、県として、いろいろとお

話をさせてくださいという形で呼びかけをさせ

ていただいたと。パーセントでいくと、10対０

、を10対５とか６に持っていければという趣旨で

今回の打ち出しをしたところでございます。

僕が言いたいことを全部前もって○外山委員

言いはるもんやから、説明のサービスがいい課

長と、今のは冗談ですが、やっぱり有料老人ホ

ームで届けた場合と届けない場合の差が一緒だ

ったら届けんほうがいいわいなと、こうなる。

そうであれば、火災で何十人という人が死ぬよ

うな事故があるから、やっぱりある程度、許認

可というか、何かの手当てをしなければ、ちょ

っと怖いなと。というのは、今から特養待機

者3,000何百人と、療養型病床、介護型、全廃、

これも来ると。そうすると、4,000～5,000人が

。 、新たに路頭に迷う可能性もあると そうなると

そういった方々がニーズとしてはあるが、供給

が合わんというものは大変になると。こうなっ

た場合に、無届けであろうが届出の有料であろ

うが選択の余地はないと、とにかく入ればいい

と。こうなると、大変な状況になるから、そこ

、 、 、ら辺のことを 防災 人命ということを含めて

何らかの形で事前にマニュアルか何かつくられ

たらどうでしょうか。

今回説明会を開きました○大重長寿介護課長

のも、まさに今委員がおっしゃったような内容

で、私どもが全く把握をしてなくて事故が起こ

ったと。それでは私どもの責任といいますか、

高齢者福祉に対する責任者としての立場もあり

ます。ただ、届出は有料ではないんだけれども

受けた。その中で、ここは改善したほうがいい

んじゃないでしょうかというような助言を私ど

もも差し上げる。結果的に事故に起こったとき

に、いや、ちゃんとお話し合いはしながら改善

は進めていったんですけど、不幸にして、とい

うようなことが言える。そういうところが今回

の変更の大きな動機でございます。

それでは、３ページの福祉・○山下副委員長

介護人材確保なんですが、ちょっとくどいよう

ですが、私の気持ちをちょっと述べたいと思う

んですけど、先ほど課長がちょっと答弁の中で

働く喜びというのを言われましたよね。私もま
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さしくそうだろうと思うんですよ。やはり介護

というのに喜びと生きがいというのを感じてい

れば、こういう不足というのは出てこないんで

すよ。農業だって、皆さん、いいことを言われ

るんですよ。で、本当に農業はすばらしい仕事

だと、生命産業じゃないですかと、だけど担い

手はいないわけでしょう。そこに原因があるん

。 、 。ですよ やはり生活ができない 楽しみがない

僕らが去年、いわゆる介護施設を見て回りまし

たときに、新しい３Ｋの言葉が出たと。汚い、

きつい、給料が安いと、そのことを言われたん

ですよね。まさしくそのことがあるから、介護

職の人たちが集まらない。そして、いろんな都

城にもコア学園とかあるんですけど、学生が集

まらない。半分ぐらいですよね。そのことの基

本的なことを、しっかりと皆さん方も理解して

いただかなければならない。それと同時に、私

たちにもいろんな若い人たちから、いわゆる仕

事のお世話をしてくれということでいうことで

来るんですが、そのときに、やはり介護現場と

いうのは泊まりがあるでしょう。泊まりがあっ

。たらだめだということをすぐに言うんですよね

今の若い人たちの甘えかもしれませんが、やは

りショートステイだったらだめだと、デイサー

、ビスのほうだったら私を行かせてくださいとか

本当に現場ではそういう問題も出ておりますか

ら、しっかり把握してほしいことと、先ほど外

山議員のほうからありましたが、平均賃金、こ

の辺は本当にわかっていないんですか、皆さん

方。

最後に出ました所定内賃○佐藤福祉保健課長

金として、国のほうの調査で介護労働実態調査

というのがございます。これは19年の数値でご

ざいますけれども、介護従業者で2.9年ほど勤続

された方で18万7,000円と。全国もやはり3.1年

お勤めになって21万5,000円という数字がござい

ます。例えば比較して看護職員の場合は、本県

の場合21万9,000円、全国で25万6,000円という

ことで、開きがあるという実情は把握していま

す。先ほど私、働きがいとか、そういう面を言

いましたが、もちろんその一方で、正直言いま

すと、制度的な問題があるのかな、一法人が頑

張ってもできないという意味での制度的矛盾が

あるのかなと思います。これはやはりどこの県

もそういうのは感じているわけで、声は強く上

げていかないといけないと思います。ただ、国

のほうで、もう少し真剣にとらえていただきた

いというものもあります。そういうところが本

心でございます。

皆さん方は、いろんなそうい○山下副委員長

う団体のところに監査に行かれますでしょう。

監査していれば、そういう数字はわかるんじゃ

ないですか、パートの賃金が何ぼとか。パート

の賃金は今どれぐらいになるんですか。

済みません。それを計数○佐藤福祉保健課長

的に積み上げたものは、ちょっと把握しており

ません。

これを議論するときには、皆○山下副委員長

さん方、やっぱりその数字はしっかりとつかま

れて、皆さん方が不足する分は国に届けたり、

いろんな関係の話し合いに行かれるわけですか

ら、そういう地域の末端の声を皆さん方が吸収

して、国にも上げる努力もしてもらわないとい

けないし、だから県の中でも、こういう委員会

の中でも実態を出していただいて、僕らは政治

の段階でお願いもしていくわけですから、ぜひ

調べて、その辺は報告していただくとありがた

いんですが、できますか。

どのような形が可能かど○佐藤福祉保健課長

うかも私、今ちょっとわからないんでございま
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して、どういった形が可能かどうかも含めて検

討させていただきたいと思います。

わかりました。それでは、４○山下副委員長

ページの障害者自立支援のほうにちょっとお伺

いをしたいんですが、まず、２の事業概要の中

の（２）の中の主な事業、②、障がい者の一般

就労への移行支援や工賃引き上げ等の経費を助

成ということで、ここに出してあるんですが、

私も今回一般質問した中で、いろいろ調べさせ

ていただいたんですが、こういう工賃の倍増計

画とか、このことは障がい者の就労移行に向け

て、団体の人たちもさまざまな取り組みはされ

ているんですが、やはり地域、周りでの企業の

皆さん方の理解度、自立支援法の理解というの

が、地域の企業とか人たちは、まだまだ認識が

足らないようなことをかなり受けました。それ

、 、 、で 皆さん方も いわゆるもう４年目ですから

原点に返って、しっかりと企業との連携、障が

い者を自立させていくために、そこ辺の工賃倍

増計画もひっくるめて、まだまだ企業との連携

をとってほしいなと思ったんですが、いかがで

すか。

障がい者○野﨑就労支援・精神保健対策室長

の就労の支援につきましては、現在、障がい者

の就業・生活支援センターを県内５つの圏域に

配置いたしまして、そこで職員の方々が新たな

就職先の開拓ですとか、障がい者の方が就労さ

れてからのフォローアップとか、そういう日常

的な仕事をしていただいております。私どもの

ほうも、雇用開発協会ですとか、あと関係機関

と一緒になりまして、企業セミナーとかそうい

うものを行いまして、障がい者の雇用に対する

意識啓発、そういうものに今取り組んでいると

ころでございます。ことしからは、いろんな団

体がそれぞれに開催していました企業向けのセ

ミナー等を、団体、機関が一緒になってやろう

と、そういうことで、いろんな企業の方に来て

いただいて、障がい者の雇用についての取り組

みを促進していただこうということで、今後取

り組んでいくことといたしております。以上で

ございます。

ぜひ、いわゆるこれだけ事業○山下副委員長

所、団体等が頑張っている中で、経営というも

のもかなりの差が出てきているわけですから、

やはり受け入れとしての受け皿というのは、か

なりいわゆる障がい者、多いわけですから、僕

はこれを相対的に伸ばしていくような指導とい

うのは、皆さん方が先頭に立って、外郭団体に

、 、ぽんと流して そこで模様を見るんじゃなくて

もうちょっと下におりて意見聴取やらしてほし

いなと、そう思っています。

それから、３番の障がい者地域移行体制強化

事業なんですが、この中で、３障がいの中で、

やはり精神障がい者の対策というのが一番おく

れているような気がするんですよね。実はきの

うも都城で、精神科の医院の人たちと話をしま

した。その中で、入院している精神障がい者を

社会復帰させるのに、訓練施設というのが、生

活訓練の場がどうしてもできないという悩みが

あるんですよね。それはあなた方も、地域住民

の啓発とかここに書いてありますよね。その辺

の具体的な啓蒙と、地域の理解を求めるための

大きな柱というのをつくっていかないと、本当

に精神障がい者の人たちは、今からまだふえる

。 、要素はかなりあるんですよね 今の地域の中で

本当にうつにかかっている人たちもたくさん出

ているわけですから、そのこともひっくるめた

一つの対策をぜひ講じてほしいと、その辺の認

識をちょっと教えてほしいんですが。

精神障が○野﨑就労支援・精神保健対策室長



- 45 -

い者の福祉につきまして、今委員が御指摘のと

おりでございまして、ほかの障がいに比べまし

て取り組みが遅いものですから、例えばその就

労にしても、まだ十分な対策がとれていないと

いうのが実情かというふうに思っております。

ですから、今、地域にあります地域活動支援セ

ンターあたりで、日常的な生活訓練とかもやり

ますし、地域の方々とのコミュニケーションを

とる交流の場の設定とか、そういうことで、精

神障がい者の方が地域に帰っていかれるには、

どうしても周りの方々の、例えば居住するにし

ても大家さんの理解が得られないと困るとか、

そういうことがありますので、まずは普及啓発

のところから取り組んでまいりたいというふう

に考えております。以上でございます。

ぜひ、いわゆる病院側から、○山下副委員長

非常に取り組みづらいところがわかってきたん

ですよ。いろいろ話を聞いてみましたらね。や

はりそれは行政あたりがしっかりと、安心・安

。全ということが今いろんな中で使われますよね

そのことも頭に入れていただきながら、地域へ

の理解度を深めていただきたいと、そのように

思っています。

暫時休憩いたします。○長友委員長

午後３時13分休憩

午後３時21分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

、 。○山下副委員長 もう１点 聞かせてください

先ほど長寿介護課長が言われましたけど、いわ

ゆる介護職員の賃金改善、これが今政府のほう

で検討案が出ていますよね。１万5,000円を、先

ほど話が出ましたが、そのことで、何とかこの

法案で計画を通して、10月からということです

から、我々は通るものと思って期待しているん

ですが、これはあくまでも介護保険でされるん

ですよね。私がちょっと心配するのは、いわゆ

る障がい者の人たちの自立支援法の中でやって

いる介護職の人たちですよね。その人たちの報

酬というのは、今やっぱり対象になって審議さ

れているんですか。

私どものほうで手にして○大重長寿介護課長

いる情報では、介護現場ということでの、私ど

もはそういう情報のとらえ方をしておりますけ

れども、また詳細見まして御報告したいと思い

ます。

先ほど外山委員のほうからも出ま○黒木委員

したけど 「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業、、

これについてちょっと聞いておきますが、自殺

するには、いろんなケースがあると思うんです

よね。先ほどから言いますように、心のケアの

問題、ここ辺は大事なんですが、この事業の中

で人材育成、啓発活動、こういうもので届かな

い部分、そういうものも出てくると思うんです

よ。ここでは、電話相談とか、かかりつけ医師

をつくるとか、そういうことは心のケアの問題

でいいと思うんですよね。ただ、私は、もう一

、 。つのケースは 一番大きいのは多重債務ですよ

これから来るもの、結局事業に失敗したとか倒

産したとか、あるいは今パチンコの依存症、特

に宮崎県はパチンコ産業が盛んで、パチンコの

依存症、かなりいるという話ですね。そしてま

た、そこから何が起こってくるか。やっぱり多

重債務者がどんどんできてくるんですね。結局

サラ金等に手を出して、どうにもならなくなっ

ていく。こういう人たちは心のケアだけでいい

のかと、これはできないんですよね。心のケア

では治らない。ここをどうやってクリアしてい

くかなと。自殺ゼロ作戦ですから、これは一番
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ゼロになることがいいんですけれども、ここの

部分も、非常に多重債務関係も、この自殺の中

にはかなりなものを占めているんじゃないかな

という気がしてならない。ここあたりの対策、

それもひとつ考えなきゃいけないんじゃないで

しょうかね。どうですか、課長、そこは。

今、委員○野﨑就労支援・精神保健対策室長

、御指摘の多重債務の問題でございますけれども

自殺対策の協議会の部会としまして、多重債務

のほうの部会というのもございます。先日、関

係課が集まりまして会議をしたところでござい

まして、多重債務のほうにつきましては、消費

生活センター等の相談窓口で対応するというこ

とで、ちょっとそれぞれの専門ごとの協議会の

中で、多重債務は多重債務についての対策をや

っていくというふうなことで、今、対策をとっ

ているところでございます。

このゼロ作戦は、ことしの目標、○黒木委員

どれくらい、何％ぐらい、ここを抑えようと今

考えていますか。これは少ないほうがいいんで

しょうが、規模としてどれぐらいを考えている

んですか。

今年度の○野﨑就労支援・精神保健対策室長

目標ということでは、あれなんですが、今、実

行計画をつくっておりまして、それでは 23年度※

までに年間の自殺者数を300人以下にするいうこ

との目標を立てまして、今いろいろと対策をし

。 。ているところでございます 以上でございます

ゼロ作戦ですから、もうちょっと○黒木委員

頑張ってもらわないと、300人以下じゃいかん。

半減ぐらいにするぐらいの気持ちで取り組まな

いと、このゼロ作戦にはちょっと遠いなという

気がするんですね。考え方を、300以下じゃちょ

っといかんから、半減ぐらいまでにはしたいと

いうぐらいの意気込みでやってほしいと思うん

ですよね。加藤次長、６月議会は大変御苦労さ

までした。部長代行を務めていただきまして、

御苦労さまでした。立派な答弁も返ってきまし

て、外山委員ともやり合いましたけど、負けち

ょらんかった。御苦労さまでした。

先ほど、○野﨑就労支援・精神保健対策室長

自殺者の目標を23年度と言いましたが、24年に

おける自殺者の数を300人以下にするということ

でございます。一応数値目標はそれでやってお

りますが、それ以下にずっと抑えていくように

頑張ってまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。

24年度といったら何年先かな、３○黒木委員

年先では、人口は減っていきよるが、もうちょ

っとそこ辺の考え方、次長、もうちょとそこ辺

をしっかり、300人以下というのはどうかまだ、

今、全国で３万2,000ぐらいですかね。県内、20

年度、今、300何ぼですか。

平成20年○野﨑就労支援・精神保健対策室長

の自殺者数が363名でございます。

363を来年ぐらいには300を切る○黒木委員

と、23年には半減に持っていくぐらいの、それ

ぐらいの意気込みでやってくださいよ。そうす

ると、自殺対策もやっぱりぴしっとやっていけ

るなという、皆さんがそれぐらい頑張るんだと

いう、数字が気になるんでしょうけど、それぐ

らいの意気込みでやったほうがいいですよ。要

望でいいです。

、 、○蓬原委員 繰越明許費 民生費の社会福祉費

老人福祉施設整備等事業、用地取得によるとい

うことですが、これはどこでしょうか。

高千穂町の養護老人ホー○大重長寿介護課長

ムでございます。

用地取得がおくれたということで○蓬原委員

※このページ右段に訂正発言あり
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すが、どういう特殊な事情があってということ

でしょうか。

場所を変えての移転改築○大重長寿介護課長

でございましたが、若干手狭だった関係で、周

。辺部を買収するという予定を立てておりました

地権者の了解は得ておったんですけれども、耕

作者ですか、耕作権を持っておられる方々、地

上権、その方々の了解をいただくのに時間を要

したということで、その整地がなかなか進まな

かったというのが理由でございます。

例えば、県土整備部でも多いわけ○蓬原委員

ですが、一般的に用地取得という理由が多いん

ですよ。これを言われると、我々もそれ以上言

えないところがあって、大体あの理由が多いも

のですから、先ほどもここも用地取得だったも

のですから、何か特殊な事情があるのかなと思

って確認をさせていただきました。名前までは

聞きません。

インフルエンザについて、当該の議員さん、

お聞きづらいこともありましょうから、結構詳

しくこうやって報告があるわけですね。弱毒性

で命に別状はないと、普通のインフルエンザと

同じだと、ただ、新しい型だということでのこ

ういう追跡だろうと思うんですね。結構広まっ

てきたなと思うんですが、国民的大興奮を引き

起こすと、とてつもなく大きな力を発揮する日

本人と言われていますから、このことについて

は、物すごくエネルギーを注いで、マスコミに

報道されてやっているわけですけれども、それ

だけの強毒性がないんであれば、ここまで事細

かに発表することの意味は何なんだ、だから、

その意味、目的というのは何かということを、

これがいずれとてつもない強毒性に変わること

のおそれがあるから、今、新しい型のインフル

エンザの追跡というのをしっかりやっておくん

だという意味なのか。そこのところを、意味を

ちょっと教えていただきたいんです。

今回の新型インフルエン○相馬健康増進課長

ザにつきましては、弱毒性ということで、国内

でも既に880ぐらい出ておりますけれども、その

中で重症になった方は余り聞いておりません。

やはり私たちとしましては、できるだけ県民の

皆様に、正しい情報といいますか詳しい情報を

提供して、不安をなくしたいということがまず

第一でございました。そういう面では、また現

在の時点で、相談等もいろんなイベントがある

たびにふえるという状況もございますので、今

後も正しい情報をしっかり提供して、県民の皆

。さんの不安は解消していきたいと思っています

一方、委員のおっしゃいましたように、患者と

か施設の問題、そのための公表のことを言われ

ているのかなと思うんですけれども、それらに

つきましては、今後の状況を見ながら、県内発

生状況を見ながら、その必要性がなければ、考

えていく必要があるのかなと思っていますし、

今、現段階では、施設の休園とかもとっており

ますけれども、国のほうも休園措置についての

考え方も変わってきているのかなと思っていま

すので、先月の19日に国の対応指針も改定され

ましたので、それらのことを参考にしながら、

。 、今後の対策を進めていきたいと思います ただ

やはり冬場に再流行が起こることは懸念されて

いますし、冬場になりますと、従来、毎年1,000

万か2,000万ぐらい、インフルエンザかかる方が

いるんですけれども、今回については、ほとん

どすべての方が免疫を持っていないということ

で、その数が何千万かにふえるということは十

分ありますし、その中で当然一定割合の重症の

患者も出てきますので、それに対する対応、対

策というものは、今後も進めていく必要がある
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のかなと思っています。単に弱毒だから心配な

いというふうには考えておりませんので、冬場

に向けて、そういうことは十分対応策を講じて

いきたいと思っております。

ここまで徹底してやっていただけ○蓬原委員

るということは非常にありがたいことですし、

相当な労力をお使いになって頑張っていらっし

ゃるなと評価します。評価しますが、これはい

つごろまで、そうなると、こういう形式、これ

から数は当然、夏場雨が降って多少減るのかも

しれません。落ち着くのかもしれませんが、ま

たいずれ秋口になると、ふえていくことが考え

られると。そのときもこれをやるとすれば、こ

れが２枚、３枚、かなりの数の発表なりに、そ

の追跡をやっていかないといけないことになる

んですが、大体いつごろまでそういう状況を、

指針の中の話でしょうか、続けることになるん

でしょうか。

今回の指針見直しの中で○相馬健康増進課長

も、個別の患者に対する対応というものはやめ

ていて、あとは集団感染に対する対策とか重症

者に対する受け入れ体制の確保、そちらの対策

に重点を移していきなさいとなっております。

、 、 、また 県内発生 10人になったんですけれども

もうしばらくというか、いつまでというのはち

ょっと言いにくいんですけれども、個別対応か

らそういった集団に向けての対応に転換をして

いく必要があるのかなと思っております。

自殺の件数ですが、警察統計と厚○外山委員

生統計、これは20名の差があります。例えば警

察統計では、平成19年が395、たしか平成19年の

厚生統計は394、それで、今先ほど363とおっし

ゃった。警察統計は382、20名弱の差がある。こ

れは何でですか。

警察の統○野﨑就労支援・精神保健対策室長

計の場合ですと、死体の発見地といいますか、

例えばよその県の方が宮崎県で亡くなる、ない

しは外国人の方が宮崎で自殺される、その時点

。 、で計上しております 厚労省の人口動態統計は

保健所に届け出が出ていますので、その住所地

での自殺者数ということになりますので、例年

見ますと、やっぱり20名ぐらいずつ、警察の統

計と厚労省の統計、人口動態統計では差が出て

おります。そのような理由でございます。

先ほど申し上げたように、平成19○外山委員

年度は395と394でマイナス１でした。何でこん

な差があるんですかね。

ちょっと○野﨑就労支援・精神保健対策室長

その理由まではわかりかねます。申しわけござ

いません。

、 、○外山委員 それから腎臓バンク 登録者が61

プラス４になって、症例件数というのはどのぐ

らいなんですか。

御質問がちょっと聞き取○相馬健康増進課長

れなかったんですけど、症例……。

症例というか手術件数。○外山委員

ちょっと手元の数字、ア○相馬健康増進課長

バウトな数字ですけれども、年間で日本全体

で500件前後の生体腎移植がなされていると聞い

ております。

よその県はどうでもいいんだが、○外山委員

宮崎県。

。○相馬健康増進課長 ちょっとお待ちください

平成17年に県内の患者さん、３件移植をやって

。 、 、 、います 18年が３件 19年が０件 20年が０件

過去の合計で９人の県内の方に腎移植がなされ

ております。

これは生体間移植でしょう。○外山委員

済みません。訂正いたし○相馬健康増進課長

ます。献腎による移植です。申しわけございま
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せん。

私が足がのうなったときに、私の○外山委員

おふくろは、おれの足をおまえにやると言うて

強がりを言ってましたが、この腎臓で、今の国

会の議長と弟が生体間移植をしたと。正直言う

て、生体間移植というのは何で行われないんで

。 。しょう 実績がゼロというのは何なんでしょう

生体腎移植も国内では実○相馬健康増進課長

施されております。親近者の例えば親御さんと

か御兄弟の方が提供しての生体腎移植もなされ

ていると聞いております。

ここは宮崎県議会だから、北海道○外山委員

が生体間移植したって、あんまり関係ないんで

すよ。県内でどうなんですかということを聞い

ている。

県内における生体腎移植○相馬健康増進課長

は把握をしておりません。

寂しいですね。今、国会で問題に○外山委員

なっている臓器移植法、衆議院可決、参議院で

審議、まだしていませんが、15歳以下のいわゆ

る腎臓透析患者というのは何名ぐらいなんでし

ょう。

手元に数字を持っており○相馬健康増進課長

ません。

今度の法律が可決された場合に、○外山委員

そういった把握というものは必要ないんでしょ

うか。

今、国会のほうで問題に○相馬健康増進課長

なっております脳死に伴う腎移植をどうするか

ということだと思いますけれども、腎移植につ

きましては、心臓死で既に腎移植が可能でござ

いますので、脳死の提供者がふえれば、当然腎

移植に回るといいますか、件数もふえていくこ

とはあるのかなと思っております。

今は15歳以上でしょう、移植可能○外山委員

な年齢は。ですから、法律ができたときに、14

歳以下の子供たちが、提供を待っている人が県

内でどのくらいいるのかと、これを把握した上

で、法律ができたときに、そういう事前準備と

いうのは必要ないんでしょうか。

腎臓につきましては、年○相馬健康増進課長

齢に関係なく、大人の腎臓でも子供に移植でき

ますので、腎臓については、今回の法の改正が

直接ということは余りないのかなと思っており

ます。

何名ぐらいはわからんですか。○外山委員

すぐわかると思いますの○相馬健康増進課長

で、また調査したいと思います。

。○外山委員 資料請求をよろしくお願いします

今の件につきましては、また後○長友委員長

ほどわかりましたら、お知らせいただきたいと

思います。ほかはよろしいですか。

さっきあえて小林のインフルエン○水間委員

ザのことを言われましたので、これはどうなの

かなと、ちょっとお聞かせください。このイン

フル対応についてですが、迅速診断キットとい

うようなことで、これはインフルエンザだろう

なと医療機関にかかって、そこで検査を受けて

Ａ型ということで陽性反応が出た場合に、遺伝

。 、子の検査というようなことですね これは今回

迅速診断キット、これを受けられた人というの

は、これだけの人数ですか。ほかに何か、陽性

か陰性かということで変わると思うんだけど、

人数としてはどうなんですか、その報告は。

診断キットは、患者さん○相馬健康増進課長

が医療機関に行かれまして、例えばインフルエ

ンザを疑われた場合には、鼻とか咽頭のほうか

ら取って、医療機関でする検査です。そこで、

例えばＡ型が出ました場合には、それがソ連型

なのか香港型なのか新型なのかということを確
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定するために、検体を衛生環境研究所に送って

遺伝子の検査をするという流れになっておりま

す。県内で迅速診断キットでの検査が何件行わ

れたかというのは、ちょっと把握ができており

ませんけれども、Ａ型が出て衛生環境研究所に

、 、検体を送った件数としましては 42件を送って

そのうち３件から新型インフルエンザが確認さ

れたという状況です。

先ほどこの説明の中で、これだけ○水間委員

こうして資料で出て、どこからだれ、大体こう

。すると予測がつくというような話になるんです

このことについて、適正な報道、また報告、こ

れも大事なんだけれども、このことによって風

評被害という考え方、これは本当に今、子供た

ちの修学旅行でも中止になったり延期になった

り、普通の会合がまた中止になったり延期にな

ったり。長崎県なんか、けさの新聞でしたか、

中国からの観光客が2,000人の予定がキャンセ

ル、20件がほとんどキャンセルで、１件しか来

なかったとかいう話もある。そのくらいみんな

がこの新型インフルエンザ、ある意味じゃ普通

のインフルエンザと思えばいいんだろうなと思

いながらも、弱毒性あるいは強毒性と、そうい

うことが絡み合って、非常な風評被害、せっか

くここで景気もこれだけ底を打ってきたと言い

ながら、逆にそういう経済的にはマイナスの面

も出てきている形があるんですね。だから、執

行部として事態としての係としては、やむを得

ない措置かもしれんが、なるべく風評被害にな

らんような報道のあり方、発表の仕方、これも

考えていかないと、正直言って、我々さっき笑

い話で言ったんだけど、もう私、小林に帰れな

いですよ。これはなぜかというと、余り言わん

、 、ほうがいいかな この保育園の私の次男の嫁は

ここの９番目の、そうなんですよ。やっぱりこ

こに来てこうやってやって迷惑かけたら、これ

は皆さん方もちょっと検査に行かないかんです

ね。議会もそうですよ、議会もとまってしまう

。 、 、ような これはだから そういうことになると

というのが一つありますから、適正な報道のあ

り方、いわゆる発表の仕方も、風評被害をこう

やって呼ばないような、これはひとつお願いを

したいなと。僕、言わんでいいことまで言って

しまったけど、そこはひとつ気をつけていただ

きたいなと思います。

それから、もう１点、一般質問でうちのとこ

ろの副委員長が言われましたが、例の障害者自

立支援の工賃の引き上げ問題で、いわば今

回2,900円から最高３万3,000円ぐらいまで、平

均が１万3,000だとかいう表現と思うんですが、

ここらあたりの行政的な指導というのは、なか

なかこれは難しいんですかね。それぞれの施設

のかかわり方があるんでしょうけど、一律にこ

うやりなさい、こうしなさいという指導はでき

るんですか、できないんですか。

今、委員○野﨑就労支援・精神保健対策室長

、 、おっしゃったように 施設によって高いところ

低いところございます。工賃倍増５か年計画の

中で、行政としての支援策ということで、今、

工賃向上のチームを派遣しておりまして、今は

３カ所で、ことしは13カ所ぐらい、行く行くは

もう少しふやしていこうというふうに考えてい

るんですが、その中で、施設の事業者の方々に

対して、経営的な感覚ですとか利益率をどうや

って高めていくかとか、そういう感覚を磨いて

いただくというのがまず必要かなと。ある施設

でお話を聞きますと、それまでは単に幾らかず

つでも小遣い程度出せればいいというふうに考

えていたけれども、この計画でうちのチームか

、 、ら話を聞いて やはりそうじゃいけないんだと
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、ちゃんと賃金を払えるようにしないといけない

ですから、その扱う品目を利益率の高いものに

変えるとか、そういうことで工賃を上げていま

すというふうなお話も聞きましたので、今後、

そういう感覚を持っていただいて、工賃向上に

努めていただく必要があるかなと。それと、宮

崎県中小企業家同友会のほうにちょっと県のほ

うから委託をしまして、今 「ほいっぽどっとこ、

む」というインターネット上の情報発信のとこ

ろをつくっておりまして、そこを見ていただき

、 、ますと いろんな施設の取り扱い品目ですとか

そういうものがすぐわかるようになっておりま

すので、そういうことで製品のＰＲ等をしてい

きたいというふうに今考えているところでござ

います。以上でございます。

工賃について、各団体の皆さん方○水間委員

の、今こうですよ、ああですよというのは、県

で公表するんですか、そのインターネットあた

りで公表するんですか。

今、県の○野﨑就労支援・精神保健対策室長

ホームページの中に、見ていただきますと、新

着情報ということで、多分きのうだと思うんで

すが、アップしまして、各施設ごとの工賃、平

均の工賃を全部公表いたしておりますので、そ

れを見ていただきますと、それぞれの施設でど

この事業所のほうが高いと、安いと、そういう

ことは見ていただけると思います。以上でござ

います。

その公表の義務というのは、結局○水間委員

何月の何日までやらなきゃいけないとか、その

時期の設定はあるんですか。

時期の指○野﨑就労支援・精神保健対策室長

定はございませんので、まとまり次第、今公表

しているということでございます。

それでは、議案、報告事項につ○長友委員長

いてはいいですか。なければ、その他について

何かございませんか。

先日、日向市で、新聞ではたらい○田口委員

回しというような形で、心肺停止の方が東郷町

、の病院で最終的にはお亡くなりになりましたが

ちょっと資料を見ておりましたら、救急患者を

迅速かつ適切な医療機関へ搬送する、医療機関

の診療状況などを応受情報収集、蓄積し、消防

機関へ提供するシステム、救急医療情報システ

ムというのがありまして、ほとんどの県がこれ

に入っております。そして、宮崎県も以前はこ

の情報システムを使っていたんですが、なぜか

これは宮崎県、脱退しているんですよね。全国

で４県ぐらいしか入っていないところはないん

ですけれども、何で宮崎県はこれは脱退したん

ですかね。

今、委員おっしゃったと○安井医療薬務課長

おりなんですけれども、これの理由は、経費と

実際の使用の状況を判断しまして、実際、消防

本部等に問い合わせをいたしまして、使われて

。 、いないということであったんです というのが

結局、救急医療情報システムというのは、最初

に病院の情報をシステムに入れまして、救急車

で搬送するときに、それを見て病院を選ぶと、

そういう考え方ででき上がっているんですけれ

ども、宮崎県のような場所でいきますと、医療

機関数が少なかったり、あるいは直接運ぶとき

に必ず医療機関に電話して救急の方を運ばれる

ということで、そのシステムに上がっている情

報だけでは動かないということで、アンケート

調査をいたしましたが、実際、消防本部のほう

で使われていないということでしたので、それ

を踏まえて、費用対効果ということで、実際、

宮崎県は撤退したということでございます。

そのアンケートをとったというの○田口委員
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はどこに、消防署を対象にアンケートをした結

果ですか。

消防のほうに問い合わせ○安井医療薬務課長

、 、をして 各消防本部の利用実態等をお聞きして

大半、ほとんどが使っていないということでし

たので、それでやめたというふうに聞いており

ます。

前はそれが、費用対効果というふ○田口委員

うに言われましたけど、１年間に年間経費はど

れぐらいかかっていたんでしょうか。

ちょっと数字が出ません○安井医療薬務課長

ので、ちょっとお待ちください。

それでは、委員の皆様にお諮り○長友委員長

をいたしますけれども、本日の日程は一応４時

までとなっていたんですけれども、このまま継

続をしてよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、継続をいたします。○長友委員長

2,000万ぐらい使っており○安井医療薬務課長

ます。

年間2,000万ぐらいということです○田口委員

ね。先ほどアンケートしたときに、消防署が使

っていないというのは、なぜ使わないのかとい

う、もう一遍ちょっと理由を教えていただけま

すか。

２次医療圏ごとに病院数○安井医療薬務課長

が決まっています。ですから、登録している病

院自体が少ないということで、あらかじめ消防

の方は、どこがどういう状況というのは、まず

、 、 、毎日毎日 大ざっぱに把握されている そして

、その上で実際搬送するときに電話を必ずかけて

その医療機関が受け入れられるかどうかという

のを確認して運ばれるということで、そのシス

テム上の画面だけで判断して運ぶということは

されないということでして、そういった結果で

ございましたので、実際それではシステムがあ

っても意味がないのではないかということと、

それと、医療機関が入力をいたしますので、空

きベッド数とか、きょうはどのドクターがあい

ているとか、その情報が常にその瞬間に使われ

るかどうかというのは、消防の方たちは不安で

すので、やはり電話をして運ぶという、そうい

うのが実際の実態だということで、そういうふ

うに踏み切ったところでございます。

そうすると、この間の日向のよう○田口委員

に、消防署員が、よくいろんなところでも話に

出ますけれども、いろんな病院に直接電話をし

て、あいているかどうかということを確認しな

がらいくのが今の時点ではベストだということ

ですか。

そのように判断して、シ○安井医療薬務課長

ステムは宮崎県はやめたということでございま

す。

そのやめる前の判断として、病院○田口委員

等にもうちょっと詳細にそのデータ、システム

に入力するとか、そういう、せっかく2,000万も

かけてて、ほとんど利用されていなかったとい

うこと自体のほうが問題であるんじゃないかと

思うんですよね。病院とかに対する指導とかは

どういうふうになっていたんでしょうか。例え

ば、これを入れるというときには、消防署あた

りとの連携とか、そういうものは考えて入れた

んでしょうか。

これを入れるときは、厚○安井医療薬務課長

労省のほうが全国指導してやっておりましたの

で、随分県のほうも検討して、本当に効果があ

るのかということで、県外を視察したりとかい

ろいろした上で、災害救急とセットで導入した

という経緯がございますけれども、実際やって

みましたら、そういう結果でございまして、病
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、院の入力のことを今おっしゃいましたけれども

毎日というか随時入れるというのが病院のほう

も負担になりますし、たしか１日何回というふ

うに決まった時間に入れていただいていたと思

うんですけれども、そういうシステムでしたの

で、ちょっと今でも残念なところはあります。

もちろんあれば、また利用のほうもあったかも

しれませんけど、そういう実態を踏まえて、や

めたということでございます。

何年間これはやって、その結果や○田口委員

めるという結果になったんですか。

やめたのは19年度末なん○安井医療薬務課長

ですけれども、始めたのが、ちょっと今、定か

じゃないですが、12年ぐらいだったということ

でございます。

今、当時に比べると、また制度も○田口委員

かなりシステムそのものが、例えばこの間の日

、 、向みたいな事件があっては 事件といいますか

ああいう事態になっては、非常にまた、特に県

北地区では病院そのものが今非常に逼迫してい

る状況ですから、非常に私どもにとっては心配

な状況、まして専門医もいなくなりつつありま

すので、もう一度ちょっとこれの再検討といい

ますか、さらにいいシステムみたいなものもな

いのか、ぜひとも検討していただけたらと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

先ほど、ちょっと病院局にも聞い○水間委員

たんだけれども、例の今回の質問の知事の答弁

の中で、例の公社改革云々の中で、自治医科大

から、いわば１億2,000万、そういう意味では２

億5,000～6,000万の中では、一番半分を占める

ような助成金だと。これについて病院局長の話

では、これはやっぱりそのままにしておかない

と、医師の確保問題について非常に困るという

ような表現であったんだけれども、福祉保健部

がこれは所管でもそう思うんだけど、どうです

か。やっぱりあそこで改革しなきゃならないも

のなのか、今後そこに、医師確保について、自

治医科大に対する県の助成が、１億2,000万とい

うものが今後本当に必要になってくるのか、や

っぱりカットすべきなのか、そこら辺の考え方

をちょっとお聞かせいただくといいんですが。

、○安井医療薬務課長 せんだっての一般質問で

翌日、新聞に報道されていた、国の外郭団体に

２億8,000万出ているうちの１億2,000万が、自

治医科大の負担金ということだと思いますけれ

ども、知事のほうは、そういう趣旨で申し上げ

たのではなくて、後でちょっと確認したんです

けれども、知事本人じゃありませんけれども…

…。要は、２億8,000万出していますけれども、

それは必要に応じて検証しながらやっぱり出し

ていると、ただ、これからも引き続き情報収集

して、適切かどうかは検証が必要だというふう

におっしゃっていたようなんですが、自治医科

大の例示は、自治医科大の負担金は、その中で

もやはりやむを得ないという意味で、むしろ逆

の意味で例示されたというふうに聞いておりま

、 、すので 全くそれは我々も同感でございまして

自治医科大については引き続きそういう負担を

、 、して 各県が共同で設立した学校法人ですので

当然応分の負担を、全国一律、同じ金額をして

おりますので、引き続きそういう形で継続的に

やっていきたいというふうに考えておりますの

、 。で そのように御理解いただきたいと思います

それは私もそうだろうと、そうあ○水間委員

るべきだろうと思っているんですが、何か２億

数千万の中で自治医科大だけが１億2,000万も出

ているんだと、暗に改革すべきだというような

、 、表現に あの上ではそうしかとれなかったので

これは知事ももうちょっと考えてうまく説明し
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てくれればいいなというふうには思ったんです

、 、 。が 今お考えをお聞きしまして わかりました

ぜひ医師確保については、自治医科大とは切っ

ても切れない、そういうものがあるので、ひと

つよろしくお願いします。以上です。

先ほどちょっと申し上げたん○山下副委員長

ですけど、介護職員の平均賃金、パートも含め

てなんですが、できたら資料をまた提供してほ

しいと思います。

では、資料請求をお願いしてお○長友委員長

きます。

、 。それでは 請願の審査に移りたいと思います

請願について、執行部からの説明はございま

せんか。

説明は特にございませ○加藤福祉保健部次長

ん。

それでは、委員の皆様から、こ○長友委員長

の請願につきまして質疑はありませんか。

請願の23号、４つの疾患を単独事○蓬原委員

業として特定疾患に認定をするということなん

ですが、ほかの県で、他の都道府県において、

２つの疾患が認定されているということなんで

すけれども、独自の医療費助成を行っていると

いうことなんですが、この他の都道府県、現状

の認識という意味で、他の都道府県はどこかと

いうことを、わかっていましたら教えてくださ

い。

シェーグレン症候群につ○相馬健康増進課長

きましては、北海道と東京都と富山県で、都道

県単独で助成をしております。あとは、アレル

ギー性肉芽腫性血管炎につきましては、東京都

が独自に公費負担をやっております。

その医療費助成の内訳、どういう○蓬原委員

助成をしておられますか。

助成の内訳まではちょっ○相馬健康増進課長

と調べておりませんけれども、基本的に特定疾

患の場合には、本人の自己負担の分につきまし

て、所得に応じて限度額を設けて、その限度額

の中の以上について公費負担で見ているという

状況ですので、この３都道県につきましても同

じような形なのかなと思っているところでござ

います。

そのほかにございませんか。○長友委員長

それでは、以上をもって福祉保健部を終了し

たいと思いますが、私のほうから一つ申し上げ

ると、新型インフルエンザの対応につきまして

は、連日、休日も返上して、皆様方、遅くまで

対応していただいているとお聞きをしておりま

す。本当にお疲れだろうと思いますが、くれぐ

れも体に気をつけて、またお願いをしておきた

いというふうに思います。

本日は、以上をもちまして、終了させていた

だきたいと思います。

執行部の皆様には大変御苦労さまでございま

した。

暫時休憩いたします。

午後４時８分休憩

午後４時13分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

採決についてでありますけれども、委員会日

程の最終日に行うことになっておりますので、

あす行いたいと思います。

開会時刻は３時としたいのですが、よろしい

でしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定をい○長友委員長

たします。

そのほか何かございませんか。
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ちょっと聞きたいけど、請願は全○水間委員

部、今度は厚生委員会ばっかりですね。

継続になっているのもあるんで○長友委員長

すよね。それの取り扱いをどうするかという問

、 。題やらもあるんですが 御意見がありましたら

暫時休憩します。

午後４時14分休憩

午後４時16分再開

委員会を再開いたします。○長友委員長

以上をもちまして、本日の委員会を終わりた

いと思います。

午後４時16分散会
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平成21年６月25日（木曜日）

午後２時59分再開

出席委員（８人）

委 員 長 長 友 安 弘

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 米 良 政 美

委 員 蓬 原 正 三

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 良 治

委 員 田 口 雄 二
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総 務 課 主 任 主 事 押 川 康 成

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決をいた○長友委員長

します。

議案第１号 ５号 ９号 12号 13号 15号 16、 、 、 、 、 、

号及び報告第１号について、原案のとおり可決

または承認することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○長友委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号 ５号 ９号 12号 13号 15号 16、 、 、 、 、 、

号及び報告第１号については、原案のとおり可

。決または承認すべきものと決定をいたしました

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第５号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

それではお諮りいたします。○長友委員長

請願第５号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、請願第５号○長友委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第11号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

それではお諮りいたします。○長友委員長

請願第11号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第11号○長友委員長

は継続審査とすることに決定をいたしました。

次に、請願第20号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか 「物価に見合う年金引き上げを求め。

る請願」でございます。

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

それではお諮りをいたします。○長友委員長

請願第20号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第20号○長友委員長

は継続審査とすることに決定をいたしました。

次に、請願第21号「精神障がい者に対する交

通運賃割引制度の適用を求める請願」でござい

ますが、この取り扱いはいかがいたしましょう

か。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「
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それでは、採決ということでご○長友委員長

ざいますので、お諮りいたします。

そこら辺のいわゆる精神障がい者○水間委員

に交通の、全国的な流れと各都道府県の流れと

かいうのは、何か審議をしてたほうがいいのか

なというような、継続にするにしても採決にす

るにしても、そこ辺はどうなんですかね。どん

なふうに聞いていると。

暫時休憩いたします。○長友委員長

午後３時２分休憩

午後３時５分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

請願第21号につきましては、採決との御意見

がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第21号の賛否を○長友委員長

お諮りいたします。

請願第21号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

全会一致で、請願第21号は採択○長友委員長

とすることに決定いたしました。

次に、請願第22号「肝炎対策のための基本法

の制定を求める意見書提出についての請願」で

ありますが、この取り扱いはいかがいたしまし

ょうか。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「

請願第22号につきましては、採○長友委員長

決との意見がございますので、お諮りいたしま

す。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第22号の賛否を○長友委員長

お諮りいたします。

請願第22号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、請願第22号○長友委員長

は採択とすることに決定いたしました。

次に、請願第23号「進行性骨化性異形成症」

ほか、この４疾患を県単独事業の特定疾患に認

定を求める請願でございますけれども、この取

り扱いについてはいかがいたしましょうか。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第23号につきま○長友委員長

しては、採決との意見がございますので、お諮

りをいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第23号の賛否を○長友委員長

お諮りいたします。

請願第23号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、請願第23号○長友委員長

は採択とすることに決定をいたしました。

最後でありますけれども、請願第24号「宮崎

県の地域医療の拡充と救急医療体制の整備を求

める請願 、この取り扱いはいかがいたしましょ」

うか。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第24号につきま○長友委員長

しては、採決との意見がございますので、お諮

りいたします。
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この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第24号の賛否を○長友委員長

お諮りいたします。

請願第24号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、請願第24号○長友委員長

は採択することと決定いたしました。

次に、意見書の採択についてでありますけれ

ども、ただいま請願第22号が採択されましたけ

れども、これについては、意見書案の採択、こ

れについて審議をすることになっております。

委員会発議として意見書案を提出することに

ついては、全会一致での決定が必要であります

ので、お諮りをいたします。

請願第22号について、委員会発議として意見

書案を提出することについて御異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、委員○長友委員長

会発議として意見書案を提出することに決定を

いたします。

それでは、意見書の内容について、何か意見

はございませんか。原案がありますので……。

暫時休憩いたします。

午後３時９分休憩

午後３時10分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

お諮りいたします。

意見書の内容につきましては、この原案のと

おりに、当委員会の発議とすることに御異議ご

ざいませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、御異議ございません○長友委員長

ので、そのように決定をいたします。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りをい

たします。

「福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に

関する調査」につきましては、継続審査とした

いと思いますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○長友委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告の骨子（案）についてであ

りますけれども、委員長報告の項目として、特

に御要望等はございませんか。

暫時休憩いたします。

午後３時11分休憩

午後３時12分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

委員長報告の内容につきましては、正副委員

。長に御一任いただくことで御異議ありませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにさせていただ○長友委員長

きます。

暫時休憩いたします。

午後３時12分休憩

午後３時20分再開

それでは、委員会を再開いたし○長友委員長

ます。

７月22日の閉会中の委員会につきましては、

先ほどの御協議の内容で委員会を開催すること

といたしますので、これについては御異議ござ
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いませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○長友委員長

す。

次に、県外調査についてであります。

県外調査につきましては、８月19日から21日

にかけて、休憩中に協議を今させていただきま

したけれども、その方面において実施をすると

、 、いうことといたしまして 詳細につきましては

正副委員長に御一任をいただくということで御

異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○長友委員長

します。

、 、 、なお 具体的な行程等につきましては 後日

連絡をさせていただきますので、よろしくお願

いをいたします。

それでは、そのほかに何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、何もないようでござ○長友委員長

いますので、以上で委員会を終了いたします。

午後３時21分閉会




